
&
ト
リ
主
局
、
。
ル

O
七
四
か
ら
七
六
年
に
お
け
る
キ
タ
イ

地
界
交
渉
後
生
の
原
因
に
つ
い
て

|
|
特
に
キ
タ
イ
側
の
覗
勃
か
ら
|
|

は

じ

め

に

第
一
章
地
界
交
渉
以
前
の
係
争
と
交
渉
の
遠
因

第
一
節
キ
タ
イ
側
の
主
張

第
二
節
天
池
係
争
の
歴
史
と
キ
タ
イ
主
張
の
関
係

第
二
章
直
接
の
原
因
に
つ
い
て

第
一
節
代
北
の
地
に
つ
い
て

第
二
節
キ
タ
イ
政
権
内
に
お
け
る
乙
室
部

第
三
節
乙
室
部
人
粛
巌
害
時
と
省
時
の
政
治
朕
況

お

わ

り

に
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第
六
十
二
巻

(
遼
)

第
四
競

-
宋
聞
の

毛

卒
成
十
六
年
三
月
設
行

利

英

介

-1一
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lま

じ

め

一O
O
四
年
、

キ
タ
イ

(透
、
以
下
キ
タ
イ
と
の
み
表
記
)
と
宋
(
北
宋
、
以
下
宋
と
表
記
)
は
和
平
関
係
に
入

っ
た
。
い
わ
ゆ
る
壇
淵
の
盟
で

あ
る
。
以
降
雨
園
の
聞
に
は
約
一

O
O年
に
わ
た
る
史
上
ま
れ
に
見
る
安
定
し
た
関
係
が
縫
績
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
聞
に
も
圃
境
附

近
で
小
競
り
合
い
が
見
ら
れ
た
ほ
か
、
幾
度
か
中
央
同
士
で
の
危
機
も
存
在
し
た
。
そ
れ
は
一

O
四
0
年
代
の
増
幣
交
渉
と
本
稿
で
取
り
上
げ

る
一

O
七
0
年
代
の
代
北
の
地
界
交
渉
で
あ
る
。
(
以
下
本
稿
で
い
う
地
界
交
渉
と
は
、

こ
の
一

O
七
0
年
代
の
代
北
の
交
渉
を
指
す
。)

一
般
に
こ
の

交
渉
を
指
し
て

「霊
界
交
渉
」
と
呼
ぶ
の
が
通
常
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
史
料
用
語
で
あ
る

「地
界
」
を
使
用
し
た
。
ま
た
、
本
稿

で
い
う
代
北
と
は
、
次
段
落
で
説
明
を
加
え
る
、
こ
の
交
渉
に
お
け
る
係
争
地
と
そ
の
周
遁
を
漠
然
と
き
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
2
)
 

こ
こ
で
ま
ず
簡
軍
に
こ
の
地
界
交
渉
に
つ
い
て
説
明
を
し
て
お
こ
う
。
こ
の
交
渉
は
、
現
在
の
山
西
省
方
面
に
お
け
る
爾
園
の
国
境
、
嘗
時

- 2一

で
い
え
ば
キ
タ
イ
の
蔚

・
雁

・
朔
州
、
宋
の
代
州

・
寧
化
軍
の
圃
境
を
巡
っ
て
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
基
本
的
に
キ
タ
イ
の
主
導
で
行
わ
れ

た
。
ま
ず
キ
タ
イ
か
ら
の
特
使
の
汲
遣
に
始
ま
り
、
こ
れ
を
ふ
く
め
て
二
往
復
の
特
使
が
往
来
し
た
。
ま
た
、
讐
方
の
官
員
の
現
地

へ
の
汲
遣

と
そ
の
地
で
の
折
衝
を
ふ
く
め
た
交
渉
の
結
果
、
最
終
的
に
宋
の
譲
歩
と
い
う
形
で
終
結
す
る
。
頻
繁
に
使
者
の
行
き
来
が
あ

っ
た
キ
タ
イ
と

宋
で
は
あ
る
が
、
通
常
の
使
節
で
は
な
い
特
別
の
使
者
が
、

一
つ

の
課
題
を
め
ぐ

っ
て
二
往
復
も
す
る
の
は
ま
れ
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

キ

タ
イ
の
使
者
が
宋
に
あ
っ
て
異
例
に
長
く
留
ま
っ
た
勃
も
特
殊
で
あ
っ
た
。

(
3
)
 

こ
れ
ま
で
の
こ
の
交
渉
に
閲
す
る
研
究
は
、
王
安
石
お
よ
び
沈
括
と
い
う
個
人
に
針
す
る
評
慣
に
ま
つ
わ
る
も
の
が
主
で
あ
っ
た
。

前
者
に

関
す
る
論
は
、

王
安
石
に
領
土
割
譲
の
責
が
あ
る
と
い
う
傍
来
の
史
料
に
は
偏
り
や
誇
張
が
見
ら
れ
る
と
す
る
。
筆
者
も
こ
の
成
果
を
安
嘗
な

も
の
と
考
え
る
。
後
者
に
閲
し
で
も
、
科
撃
者
と
し
て
有
名
な
沈
括
が
特
使
と
し
て
キ
タ
イ
に
赴
き
、
地
理
的
知
識
に
基
づ
い
て
外
交
面
で
も

活
躍
し
た
と
い
う
事
賓
の
指
摘
は
非
常
に
興
味
深
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
問
題
設
定
の
覗
黙
は
、
結
果
と
し
て
宋
側
か
ら
に
偏
っ
て

い
た
面
が
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
史
料
上
の
制
約
に
よ
る
と
こ
ろ
も
多
く
、
あ
る
べ
き
態
度
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

キ
タ
イ
側
か



ら
の
面
が
等
閑
に
さ
れ
て
い
た
面
も
否
定
で
き
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
あ
え
て
北
か
ら
、
キ
タ
イ
か
ら
の
覗
貼
で
こ
の
交
渉
を
観
察
し、

(
4
)
 

今
ま
で
の
研
究
で
は
見
え
て
こ
な
か

っ
た
貼
を
見
つ
け
出
す
こ
と
を
課
題
と
す
る
。

本
論
に
先
立
ち
本
稿
の
構
成
に
つ
い

て
述
べ
る
と
、
ま
ず
第

一
章
で
は
地
界
交
渉
に
至
る
歴
史
に
つ
い

て
連
べ
る
。

こ
の
こ
と
に
よ
り
、

数

十
年
車
位
で
の
こ
の
交
渉
の
原
因
を
探
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
幾
つ
か
の
間
題
黙
を
抽
出
し
、
第
二
章
で
は
、
数
年
輩
位
で
の
原
因
を
探
る
こ

と
と
す
る
。
た
だ
し
、
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、
主
に
交
渉
の
原
因
の
検
討
に
焦
黙
を
し
ぼ
り
、
経
過
及
び
結
果
に
聞
し
て
は
必
要
の
な
い
限
り

鯛
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。

以
下

『績
資
治
通
鑑
長
編
」
は

『
長
編
」
、

『
宋
曾
要
輯
稿
』
は

『
{
木
曾
要
』
と
略
記
す
る
。

第
一
章

地

界
交
渉
以
前
の
係
争
と
交
渉
の
遠
因

第

節

キ
タ
イ
側
の
主
張

- 3一

キ
タ
イ
か
ら
の
覗
黙
で
こ
の
交
渉
を
観
察
す
る
に
は
、
キ
タ
イ
側
の
史
料
に
就
い

て
見
る
の
が
逼
理
で
あ
る
。
し
か
し
、
キ
タ
イ
側
史
料
の

代
表
た
る
『
遼
史
』
は
も
と
も
と
詳
細
な
も
の
で
は
な
い
た
め
、
こ
の
交
渉
に
関
連
す
る
記
事
も
少
な
い
。
そ
こ
で
、
目
新
し
い
史
料
で
は
な

い
が
、
ま
ず
は
そ
の
全
て
を
引
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

a
 
巻
八
六
耶
律
頗
的
停

成
薙
八
年
(
一

O
七
二
)
、
彰
園
軍
節
度
使
(
磨
州
)
に
改
め
ら
る
。
上
大
牢
古
山
に
猟
す
れ
ば
、
頗
的
行
宮
に
謁
す
。
帝
遣
事
を
問
え
ば、

封
え
て
臼
く
、
「
麿
州
の
南
境
よ
り
天
池
に
至
る
ま
で
、
皆
な
我
が
耕
牧
の
地
な
り
。
清
寧
の
問
、
建
柏
村
謹
ま
ず
し
て
、
{
木
の
侵
す
所
と

603 

震
り
、
燦
喉
の
内
移
せ
る
は
、
宜
き
所
に
非
ざ
る
に
似
た
り
。
」
と
。
道
宗
之
を
然
り
と
す
。
北
面
林
牙
を
奔
せ
ら
る
。
後
に
人
を
遣
し

(
5
)
 

て
宋
に
使
せ
し
め
、
其
の
侵
地
を
得
、
頗
的
に
命
じ
て
往
き
て
彊
界
を
定
め
し
む
。
還
り
、
南
院
宣
徽
使
を
奔
せ
ら
る
。
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(b) 

容
九
二
粛
韓
家
傍

大
康
二
年

(
一
O
七
六
)
、
知
北
院
植
密
副
使
に
蓮
る
。
三
年
、
西
南
蓬
の
天
池
の
奮
聖
を
経
重
し
、
壁
砦
を
立
て
、
彊
界
を
正
し
て
、
石

に
刻
み
て
還
り
、
漢
人
行
宮
都
部
署
と
鋳
る
。

(c) 

巻
九
三
粛
迂
魯
傍一

O
七
三
)
:
:
:
曾
々
宋
天
池
の
地
を
求
む
れ
ば
、
迂
魯
に
詔
し
て
粂
て
雨
皮
室
軍
を
統
べ
太
牢
古
山
に
屯
し
て
以
っ
て
之

に
備
え
し
む
。
大
康
の
初
、

.

(成
潅
九
年
、

(d) 

巻
九
九
粛
速
撒
停

(
8
)
 

成
薙
十
年

(一

O
七
回
)、
西
南
遣
を
経
略
し
て
、
宋
の
俊
一
障
を
撒
し
、
成
す
る
に
皮
室
を
以
っ
て
す
れ
ば
、
上
之
を
嘉
す
。

ま
た
、
『
遼
史
』
以
外
に
も
、
梁
援
墓
誌
銘
に
、

(e) 

大
康
元
年

(一

O
七
五
)
、
大
理
寺
を
提
貼
す
。
館
伴
し
て
能
く
語
を
以

っ
て
鰐
じ
て
宋
人
を
屈
せ
し
め
た
る
に
因
り
、
翰
林
拳
士
を
超
奔

(
9
)
 

せ
ら
る
。
時
に
子
い
て
宋
園
故
壌
を
以
っ
て
我
に
腸
せ
ば
、
詔
し
て
天
池
紳
堂
の
碑
を
撰
せ
し
む
。

- 4-

と
い
う
記
述
が
あ
る
。

以
上
の
史
料
に
お
い
て
、
ま
ず
複
数
の
史
料
に
わ
た
る
貼
と
し
て
、
皮
室
軍
が
動
員
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
天
池
が
重
要
覗
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
指
摘
で
き
る
。

一
方
個
別
に
史
料
を
見
る
と
、
耶
律
頗
的
停
で
は
皇
帝
が
出
御
し
て
い
る
と
い
、
ユ
事
賓
が
あ
る
。
こ
れ
を
皮
室
箪
の
記
事
と
と
も
に
考
え
る

と
、
明
確
に
中
央
の
政
策
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
他
に
耶
律
頗
的
停
に
よ
れ
ば
清
寧
開

(一

O
五
五
1
一
O
六
四
、
宋
の
暦

で
は
至
和
二
年
l
治
卒
元
年
)
に
宋
に
土
地
を
奪
わ
れ
た
と
い
う
認
識
で
あ
り
、
こ
れ
は
こ
の
交
渉
の
原
因
が
二
O
年
程
度
遡
る
と
い
う
認
識
で

も
あ
る
。
ま
た
、
粛
迂
魯
停
に
よ
れ
ば
、
近
年
の
宋
の
行
動
に
釘
す
る
釘
態
と
し
て
軍
事
行
動
に
出
た
と
い
う
認
識
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら



に
つ
い
て
は
、
宋
側
の
史
料
と
も
突
き
合
せ
を
し
て
い
く
。

た
だ
し
、

や
は
り
こ
れ
ら
の
断
片
的
記
事
だ
け
か
ら
キ
タ
イ
の
認
識
を
探
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
交
渉
中
に
お
け
る
キ
タ
イ

の
生
に
近
い
撃
が
聞
こ
え
て
く
る
史
料
、
沈
括
の
『
入
国
別
録
』
も
キ
タ
イ
側
史
料
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
利
用
し
て
検
討
を
す
す
め
た
い
。

そ
こ
で
、
ま
ず
は
筒
軍
に
そ
の
性
格
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

『
入
国
別
録
」
は、

一
O
七
五
年
に
沈
括
が
回
謝
使
と
し
て
キ
タ
イ
朝
廷
に
赴
い
た
際
の
、
キ
タ
イ
側
交
渉
権
嘗
者
と
の
外
交
交
渉
を
記
し

た
曾
話
韓
の
史
料
で
あ
る
。
主
に
五
月
二
九
日
か
ら
六
月
四
日
に
至
る
、
キ
タ
イ
の
楊
盆
戒

・
梁
頴
と
宋
の
沈
括

・
副
使
李
評
の
聞
の
交
渉
に

つ
い
て
記
述
す
る
。
現
在
見
ら
れ
る
の
は
、
『
長
編
』
巻
二
六
五

照
寧
八
年
六
月
壬
子
の
注
に
引
か
れ
て
侍
存
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
宋
側
の
人
物
の
覗
貼
に
よ
る
と
い
う
限
界
は
存
在
す
る
が
、
上
呈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
結
か
ら
、
比
較
的
信
頼
性
は
高
か
ろ
う
。
こ
こ
で

は
、
特
に
『
入
園
別
録
』
の
う
ち
、
天
池
に
闘
す
る
部
分
に
焦
鈷
を
嘗
て
た
い
。

-5-

こ
こ
で
天
池
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
く
。
天
池
は
雁
門
の
西
方
、
嘗
時
で
言
え
ば
キ
タ
イ
の
朔
州
(
あ
る
い
は
そ
の
管
下
の
武
州
)
と
宋
の
寧

(
叩
)

化
軍
の
境
上
の
山
上
に
存
在
す
る
池
で
あ
り
、
沿
河
の
源
の

一
で
あ
る
。

な
お
、
蔚

・
麿

・
朔
州
の
三
州
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
朔
州
の
天
池
を
特
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
沈
括
が
赴
い
た
際
に
は
す

(
日
)

で
に
朔
州
の
他
の
二
州
は
決
着
が
つ
い
て
い
た
と
い
う
史
料
上
の
問
題
以
外
に
、
歴
史
的
に
も
根
深
く
、
面
積
的
に
も
一
番
大
き
い
こ
と
よ
り
、

朔
州
の
地
が
こ
の
交
渉
の
核
心
と
恩
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
う
ち
特
に
天
池
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
上
述
の
ご
と
く
キ
タ
イ
側
の
史

料
で
こ
の
交
渉
の
象
徴
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
朔
州
方
面
で
天
池
と
二
大
争
貼
と
な
っ
て
い
る
責
鬼
山
と
も
比
較
的
近
接
し
て
お
り
、

便
宜
的
に
一
方
を
取
り
上
げ
る
の
に
そ
れ
程
問
題
を
感
じ
な
い
こ
と
、
キ
タ
イ
も
一
度
は
黄
寛
を
あ
き
ら
め
て
天
池
の
み
を
取
ろ
う
と
す
る
態

(ロ
)

度
を
と
っ
た
こ
と
、
な
ど
か
ら
で
あ
る
。

『
入
国
別
録
』
か
ら
讃
み
取
れ
る
天
池
に
閲
す
る
キ
タ
イ
の
主
張
は
、
お
お
ま
か
に
分
け
て
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
な
お
、
文
韓
の

605 

性
格
上
、
こ
こ
の
み
現
代
語
講
を
施
し
て
い
る
。
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(ア)

も
と
も
と
キ
タ
イ
の
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
交
渉
中
の
キ
タ
イ
の
基
本
的
な
見
解
で
あ
り
、

設
言
と
し
て
も
頻
出
す
る
。

(イ)

(
肘
の
補
足
と
し
て
)
キ
タ
イ
の
も
の
で
あ
る
の
を
蘇
鈴
轄
の
時
に
奪
っ
た
も
の
で
あ
る
。

(
梁
)
頴
が
又
た
云
う
に
は
、
「
天
池
が
南
朝

(
宋
)
の
地
で
あ
る
な
ら
、
自
来
口
鋪
は
ど
こ
に
在
っ
て
、
な
ぜ
蘇
鈴
轄
の
時
に
至
つ

て
始
め
て
鋪
を
北
に
向
っ
て
移
し
た
の
か
。
」

皇
帝
が
又
た
云
う
に
は
、

「天
池
は
本
々
北
朝

(キ
タ
イ
)
の
地
で
あ
っ
て
、
以
前
蘇
鈴
轄
等
が
無
理
や
り
来
て
侵
入

・
占
領
し
た
の
だ

(
日
)

か
ら
、
今
は
只
だ
昔
ど
お
り
に
す
れ
ば
よ
い
。
」

(ゥ)

乙
室
部
が
遊
牧
し
て
い
る
こ
と
か
ら
キ
タ
イ
の
も
の
で
あ
る
。

頴
が
云
う
に
は
、
「
南
朝
の
地
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
乙
室
王
や
北
界

(
キ
タ
イ
)
の
一
百
部
族
が
そ
こ
で
宇
年
齢
り
留
ま
っ
て
馬
を
放
し

た
の
に
、
誰
も
汲
遣
し
な
か
っ
た
の
か
。
」
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押
宴
の
耶
律
量
が
高
思
裕
に
云
わ
せ
る
に
は
、
「
天
池
は
以
前
か
ら
乙
室
王
が
そ
こ
で
下
帳
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
若
し
南
朝
の
地

(
M
)
 

な
ら
ば
、
何
故
乙
室
王
は
そ
こ
に
留
ま
っ
て
い
た
の
か
。
」

(エ)

天
池
廟
の
修
復
の
経
緯
か
ら
し
て
キ
タ
イ
の
も
の
で
あ
る
。

穎
が
又
た
云
う
に
は
、
「
天
池
の
地
が
嘗
然
北
界
に
属
す
こ
と
は
顛
か
だ
。
若
し
天
池
の
紳
堂
が
北
界
に
属
さ
な
い
な
ら
ば
、
ど
う
し

て
北
界
が
牒
を
迭
っ
て
修
葺
さ
せ
る
の
か
。」

(
日
)

頴
が
云
う
に
は
、
「
南
朝
の
地
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
北
朝
が
牒
を
迭
っ
て
修
葺
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。」

以
上
が、

キ
タ
イ
側
の
見
解
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
際
の
宋
の
天
池
に
閲
す
る
主
張
は
、
過
去
の
キ
タ
イ
か
ら
の
文
書
を
た
て
に
「
地
里
属

率
化
軍
」
の
ほ
ぼ
一
鈷
張
り
で
あ
る
。



以
下
で
は
宋
の
史
料
か
ら
地
界
交
渉
に
至
る
ま
で
の
天
池

一
帯
の
交
渉
の
歴
史
を
絞
迷
し
、
そ
れ
を
キ
タ
イ
側
史
料
と
比
較
す
る
。
そ
の
際、

同
あ
る
い
は
肘
と
し
て
表
す
の
は
、
上
掲
の
こ
れ
ら
の
キ
タ
イ
の
見
解
で
あ
る
。
ま
た
、
『
入
国
別
録
』
に
は
他
に
も
地
界
交
渉
に
至
る
ま
で

の
交
渉
の
経
緯
に
個
別
れ
る
部
分
が
あ
り
、
そ
れ
に
も
遁
宜
言
及
し
て
い
く
。

(
日
)

な
お
、
こ
の
聞
の
経
緯
に
開
し
て
は
、
金
成
査
に
す
で
に
言
及
が
あ
る
ほ
か
、

一
O
四
0
年
代
以
降
に
閲
し
て
は
、
す
で
に

「は
じ
め
に
」

で
鯛
れ
た
陶
菅
生
の
論
文
「
宋
遼
遁
界
交
渉
的
問
題
」
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
金
は
あ
く
ま
で
国
境
の
形
態
を
主
眼
と
し
て
論
じ
て
い
る
た

め
筆
者
と
は
や
や
開
心
が
こ
と
な
り
、
ま
た
筆
者
は
陶
よ
り
も
ス
パ
ン
を
長
く
取
っ
て
検
討
す
る
べ
き
と
考
え
る
。
こ
の
た
め
、
以
下
で
は
あ

え
て
重
複
の
煩
を
厭
わ
ず
に
論
述
を
進
め
る
。
な
お
、

一
O
四
0
年
代
以
降
の
基
本
的
な
事
賓
の
指
摘
に
閲
し
て
は
、
そ
の
ほ
ぼ
全
て
が
陶
氏

と
重
な
る
た
め
、

一
々
重
複
の
指
摘
を
し
て
い
な
い
。

た
だ
し
、
キ
タ
イ
史
料
と
宋
の
史
料
で
は
そ
の
量
に
塵
倒
的
な
差
が
あ
り
、

ほ
と
ん
ど
の
情
報
は
宋
側
か
ら
の
も
の
の
み
と
な
る
。
そ
の
た
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め
事
賓
が
ど
う
で
あ
る
の
か
は
巌
密
に
は
確
定
し
が
た
い
。
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
、
交
渉
に
至
る
お
お
ま
か
な
経
緯
の
確
認
と
、
宋
側
史
料
か

ら
再
構
成
さ
れ
た
歴
史
が
如
上
の
キ
タ
イ
の
認
識
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る。

第

節

天
池
係
争
の
歴
史
と
キ
タ
イ
主
張
の
関
係

天
池
一
帯
の
交
渉
を
歴
史
的
に
説
き
起
こ
す
と
き
、

や
は
り
後
菅
の
キ
タ
イ
へ
の
い
わ
ゆ
る
燕
雲
十
六
州
の
割
譲
か
ら
始
め
る
‘
べ
き
で
あ
ろ

ぅ
。
こ
れ
に
よ
り
天
池
一
帯
は
国
境
地
帯
化
し
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
以
後
し
ば
ら
く
の
河
東
は
、
釘
キ
タ
イ
従
属
性
格
の
強
い
政

権
が
績
く
。
後
菅
の
石
敬
塘
期
は
も
と
よ
り
、
少
帝
期
の
河
東
節
度
使
劉
知
遠
、
そ
し
て
や
は
り
キ
タ
イ
の
従
属
政
権
で
あ
る
北
漢
と
い
う
よ

う
に
支
配
勢
力
が
推
移
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
こ
の
聞
に
大
き
な
問
題
は
確
認
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
比
較
的
安
定
し
た
状
況
に
嬰
化
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
九
七
九
年
の
宋
に
よ
る
北
漢
の
滅
亡
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
河
東
方

607 

面
に
お
い
て
も
雨
園
は
園
境
を
持
つ
こ
と
と
な
り
、
同
時
に
敵
釣
関
係
に
入
っ
た
。
こ
の
た
め
代
北
に
も
緊
張
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
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こ
の
時
期
の
こ
と
と
し
て
、
『
名
臣
碑
惇
碗
攻
集
』
中
集
中
在
一

一一
一
郭
将
軍
達
墓
誌
銘
に
次
の
よ
う
な
史
料
が
あ
る
。

故
相
腕
公
籍
井
門
に
鎮
し

(至
和
二
年
1
嘉
祐
二
年
)、
公
を
し
て
析
州
に
権
知
た
ら
し
む
。
契
丹
天
池
廟
を
請
い
て
以
っ
て
故
彊
と
翁
し、

公
に
委
ね
て
往
き
て
議
せ
し
む
。
公
故
臆
に
於
い
て
興
圏
中
契
丹
の
天
池
燃
に
移
文
す
る
を
得
た
る
に
、
日
く

久
し
く
決
せ
ず
。
瀧
公

造
か
に
天
池
廟
を
杷
り
て
謄
有
る
も
、
南
朝
の
地
に
属
す
る
を
以
っ
て
、
未
だ
敢
え
て
壇
い
ま
ま
に
修
め
ず
、
と
。
公
以
っ
て
腕
公
に
示

(
げ
)

し
、
鹿
公
喜
び
て
公
に
命
じ
て
自
ら
報
命
を
矯
さ
し
め
、
虜
還
に
伏
す
。

こ
の
史
料
は
、
宋
の
河
東
領
有
直
後
且
つ
雨
園
の
天
池
に
閲
す
る
最
も
早
い
記
録
で
も
あ
り
、
非
常
に
興
味
深
い
。
下
記
の
ご
と
く
約
三
O

年
後
に
も
キ
タ
イ
は
宋
に
廟
の
修
理
の
依
頼
を
し
て
お
り
、
嘗
初
、

キ
タ
イ
は
天
池
が
宋
領
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
『
新
唐

書
』
の
地
理
志
に
よ
れ
ば
、
天
池
は
北
側
の
朔
州
で
は
な
く
南
側
の
嵐
州
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
も
関
係
す
る
可
能
性

が
あ
ろ
う
。

一O
五
五

二
月
丙
午
)

8一

燕
雲
割
譲
以
後
壇
淵
の
盟
以
前
の
こ
の
地
の
歴
史
に
お
い
て
最
も
重
要
な
の
が
、
滋
美
の
禁
一地
設
定
で
あ
る
。
(
『長
編
」
巻

一
七
八
歪
和
二
年

是
よ
り
先
、
滋
美
河
東
に
帥
た
り
て
、
冠
紗
の
己
が
累
と
矯
る
を
避
け
ん
と
、
民
を
し
て
内
徒
せ
し
め
、

塞
下
を
空
な
ら
し
め
て
耕
さ
ず、

(
問
)

禁
地
と
競
す
れ
ば
、
情
・
代
州

・
寧
化
・
火
山
軍
の
麿
回
甚
だ
贋
し
。

こ
の
施
策
に
よ
り
、
宋
の
寧
化
軍
の
沿
遣
で
あ
る
天
池
も
禁
地
中
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
設
定
が
い
つ
行
わ
れ
た
か
は
断
定
し
難
い
が
、
『
名
臣
碑
停
碗
攻
集
」
下
集
巻
一

「
溢
武
恵
公
美
博
」
に
よ
れ
ば
、
滋
美
は
北
漠
平
定

後
九
九

一
年
の
死
去
ま
で
ほ
ぼ
河
東
に
あ
っ
て
都
部
署
つ
ま
り
帥
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
禁
地
の
存
在
が
後
世
ま
で
緩
い
た
こ
と
と
合

わ
せ
て
考
え
る
と
、
薙
照
三
年

(九
八
六
)
の
宋
の
最
後
の
針
キ
タ
イ
攻
勢
の
後
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
九
八

0
年
代
後
半
と
考
え
る
の
が
自
然

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
は
キ
タ
イ
側
に
も
封
摩
す
る
史
料
と
し
て

『遼
史
』
巻
八
三
耶
律
拳
古
俸
に

曾
々
{
宋
将
橋
美
兵
を
率
い

て
分
遁
来
侵
す
。・

:
・
是
れ
よ
り
皐
古
潜
美
と
各
々
遺
約
を
守
り
、
相
い
侵
軟
す
る
こ
と
無
く
、
民
業
に
安
ん



(
凶
)

ず
る
を
獲
た
り
。

の
ご
と
き
史
料
が
あ
る
。

た
だ
し
、
宋
領
内
の
禁
地
設
定
が
キ
タ
イ
と
の
問
意
の
下
で
行
わ
れ
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
黙
は
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
や

や
詳
し
く
述
べ
て
お
き
た
い
。

後
遮
の
と
お
り
、
宋
は
後
に
禁
一
地
に
再
進
出
す
る
。
周
知
の
ご
と
く
、
壇
淵
の
盟
以
後
の
宋
は
基
本
的
に
釣
キ
タ
イ
宥
和
路
線
を
と

っ
て
お

り
、
キ
タ
イ
と
の
取
り
決
め
を
一
方
的
に
破
棄
す
る
可
能
性
は
低
い
。
よ
っ
て
、
自
ら
の
決
定
に
よ
り

一
次
的
に
使
用
を
停
止
し
た
白
領
の
再

利
用
と
い
う
立
場
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

キ
タ
イ
か
ら
禁
地
設
定
時
の
こ
の
一
方
的
な
宋
の
撤
退
を
見
れ
ば
ど
う
で
あ
っ

た
か
。
そ
れ
は
恐
ら
く
宋
の
領
有
放
棄
と
映
る
、
も
し
く
は
見
な
す
品
跡
地
が
あ
ろ
う
。
代
北
の
地
の
領
有
の
あ
い
ま
い
さ
が
生
じ
た
の
は
こ
の

時
貼
で
あ
る
。
地
界
交
渉
の
遠
因
は
、
こ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
後
、

一
O
O四
年
に
壇
淵
の
盟
が
結
ぼ
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
燦
約
は
基
本
的
に
現
状
維
持
を
旨
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
問
題
の
地
域
に
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閲
し
で
も
こ
の
時
黙
で
の
蟹
化
と
い
う
も
の
は
特
に
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
上
記
の
ご
と
き
禁
地
の
設
定
と
い
う
拭
態
で
の
現
状
維
持
で
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

そ
の
後
し
ば
ら
く
し
て
、
和
平
状
態
に
入
っ
た
が
ゆ
え
か
、
後
の
交
渉
に
も
大
き
な
影
響
を
奥
え
る
事
件
が
珪
生
し
た
。
天
池
廟
修
理
問
題

で
あ
る
。
禁
地
の
設
定
後
そ
の
中
に
取
り
蔑
さ
れ
た
天
池
廟
は
、
宋
が
普
段
整
備
す
る
こ
と
も
な
く
荒
れ
果
て
た
。
(
『長
編
』
巻
八
七
大
中
鮮
符

九
年

一
O
一
六

五
月
甲
辰
)

寧
化
箪
を
し
て
天
池
の
榊
堂
を
葺
か
し
む
。
北
界
歳
ご
と
に
遣
使
し
て
一
た
び
杷
る
も
、
是
に
至
り
て
類
把
す
れ
ば
、
北
界
繕
治
を
加
え

(
初
)

ん
こ
と
を
請
う
が
故
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
毎
年
祭
っ
て
い
る
キ
タ
イ
と
し
て
も
こ
の
事
態
を
見
過
ご
せ
な
く
な
り
、
宋
側
に
連
絡
し
て
廟
を
補
修
さ
せ
た
。
こ
の
と
き

609 

の
キ
タ
イ
の
開
泰
五
年
順
義
軍

(朔
州
)
の
牒
に
は
天
池
は
「
地
里
属
寧
化
軍
」
と
の
文
言
が
あ
っ
た
と
の
記
述
が

『
入
国
別
録
」
に
頻
出
し
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て
お
り
、

キ
タ
イ
は
こ
れ
の
否
定
に
苦
し
む
こ
と
と
な
る
。
た
だ
し
、
上
記
同
の
と
お
り
、
こ
の
際
キ
タ
イ
が
自
ら
要
求
し
て
修
復
さ
れ
た
と

い
う
黙
に
お
い
て
、
正
嘗
性
を
主
張
し
て
い
る
。

(
幻
)

以
後
暫
く
こ
の
地
域
に
関
す
る
問
題
は
琵
生
し
な
い
が
、
河
東
各
地
を
視
察
し
て
寧
化
に
も
自
ら
赴
い
た
欧
陽
怖
に
よ
っ
て
、

こ
の
地
域
に

あ
ら
た
な
動
き
が
現
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
禁
地
耕
地
化
計
重
で
あ
る
。(『
長
編
』
巻
一
五
四
慶
暦
五
年

一O
四
五

一
一月
甲
寅
)

欧
陽
惰
河
東
に
奉
使
し
、
還
り
て
言
、
っ
、
「
河
東
の
患
は
、
霊
く
縁
遠
の
地
を
禁
ず
る
に
在
り
。
:
:
:
今
ま
寧
化
軍
の
天
池
の
側
、
杜
思

策
等
の
人
又
た
手
い
て
地
を
侵
す
こ
と
二
三
十
里
。

:
:
:
今
ま
四
州
軍

(代
・

苛
嵐

・
率
化
・

火
山
)
の
地
二
三
蔦
頃
ば
か
り
、

若
し
蓋
く

之
を
耕
せ
ば
、
則
ち
歳
ご
と
に
三
五
百
寓
石
を
得
べ
し
。
」
と
。

(
幻
)

こ
の
提
案
に
は

「代
州

・
寧
化
箪
去
敵
近
、
不
可
使
民
霊
耕
也
。」

と
い
う
意
見
が
あ
り
、
現
在
問
題
と
し
て
い

る
寧
化
に
閲
し
て
は
賓
行
が

(μ
)
 

見
迭
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
地
に
閲
し
で
も
の
ち
に
賓
現
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
重
要
な
出
来
事
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。

出
し
、

(『
長
編
』
倉
一
七
四
自主
祐
五
年

。
五

正
月
壬
成
)
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率
化
に
お
い
て
こ
の
耕
地
化
計
書一
を
賓
行
に
移
し
た
の
は
、
知
井
州
韓
埼
で
あ
る
。
韓
埼
は
ま
ず
天
池
周
遠
か
ら
キ
タ
イ
側
の
住
民
を
追
い

寧
化
軍
の
天
池
願
期
限
山
廟
は
禁
地
中
に
在
り
、
久
し
く
葺
か
ざ
れ
ば
、
契
丹
之
を
冒
有
す
。
埼
鈴
轄
蘇
安
静
を
遣
わ
し
て
境
上
に
抵
ら
し
め
、

其
の
曾
豪
を
召
し
て
争
闘
し
て
日
く
、
「
爾
じ
嘗
て
我
の
池
一脚
腐
を
修
め
ん
こ
と
を
求
め
、
爾
園
の
移
文
を
得
て
固
よ
り
在
る
に
、
今
ま
昌

筋
れ
ぞ
俊
さ
る
る
や
。
」
と
。
契
丹
以
っ
て
封
う
る
無
く
、
還
に
我
が
冷
泉
村
を
鯖
す
。

さ
ら
に
寧
化
の
禁
地
の
耕
地
化
を
は
か

っ
た
。
(
『
長
編
』
巻

一
七
八
至
和
二
年

一O
五
五

二
月
丙
午
)

(韓
埼
)
遂
に
奏
す
ら
く
、
代
州

・
寧
化
軍
は
宜
し
く
苛
嵐
軍
の
例
の
ご
と
く
、

北
界
を
隔
つ
る
こ
と
十
里
も
て
禁
地
と
篤
し
、
鈴
は
則

ち
弓
箭
手
を
募
り
て
之
に
居
ら
し
む
べ
し
、
と
。

宋
側
の
史
料
自
ら
が
語
る
よ
う
に
、
天
池
等
に
宋
が
本
格
的
に
再
進
出
し
た
の
は
{
貫
は
こ
の
時
期
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
こ
の
時
黙
ま
で

(
幻
)

は
宋
は
こ
の
地
を
現
賓
に
は
支
配
し
て
い
な
か

っ
た
。

キ
タ
イ
が
肘
の
よ
う
に
昔
か
ら
天
池
は
キ
タ
イ
の
も
の
だ
と
主
張
す
る
の
は
、
こ
の
時



期
ま
で
賓
際
に
こ
の
地
を
利
用
し
て
い
た
の
は
キ
タ
イ
で
あ
っ
た
と
い
う
、
あ
る
種
素
朴
な
認
識
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
に
関
連
し
て
興
味
深
い
記
述
が
あ
る
。
そ
れ
は

『後
山
談
叢
』
巻
二
の
記
事
で
あ
る
。

代
北
の
界
の
天
池
、
止
だ
荒
遠
な
れ
ば
、
巡
候
至
ら
ず
、
滋
美
河
東
に
節
度
た
る
や
、
廟
舎
を
新
た
に
し
て
、
碑
記
を
作
り
、
歳
ご
と
に

府
俸
を
遣
し
て
之
を
把
ら
し
む
る
も
、
率
そ
常
に
行
を
偉
り
、
後
寛
に
之
を
罷
む
。
契
丹
始
め
て
室
に
至
る
や
記
を
易
え
、
之
を
久
し
う

(
お
)

し
て
来
り
界
を
議
す
る
も
、
奉
げ
て
其
の
然
る
を
知
れ
ば
、
能
く
奪
う
莫
き
な
り
。

「
記
」
を
か
え
た
の
は
キ
タ
イ
が
「
冒
有
」
し
て
い
た
こ
れ
以
前
の
時
貼
だ
ろ
う
か
。
記
事
の
概
要
は
こ
こ
ま
で
の
行
論
と
ほ
ぼ
重
な
り
そ
う

だ
が
、
宋
側
の
史
料
に
お
い
て
キ
タ
イ
に
分
が
あ
っ
た
が
ご
と
き
記
遮
が
あ
る
の
は
お
も
し
ろ
い
。

一
方
キ
タ
イ
史
料
と
の
比
較
で
あ
る
が
、
至
和
二
年
(
一

O
五
五
)
以
降
宋
が
寧
化
の
禁
地
を
耕
地
化
し
て
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
先

に
引
い
た
例
の
「
清
寧
問
、
遁
将
不
謹
、
震
宋
所
侵
、
燦
喉
内
移
、
似
非
所
宜
。」
と
も
釘
麿
す
る
か
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
キ
タ
イ
は
、
刊

で
見
た
よ
う
に
、
地
界
交
渉
中
に
「
蘇
鈴
轄
」
を
問
題
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
鈴
轄
蘇
安
静
で
あ
る
か
ら
こ
の
時
期
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
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時
期
ま
で
こ
の
地
が
キ
タ
イ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
認
識
は
こ
こ
に
も
見
て
取
れ
る
。

な
お
、
前
掲
の
郭
達
に
ま
つ
わ
る
記
事
も
こ
の
時
期
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
キ
タ
イ
側
の
反
震
が
出
先
で
解
決
さ
れ
た
こ
と
が
述
べ

ら
れ
て
い
た
。
こ
の
時
期
、
賓
は
出
先
の
み
な
ら
ず
、

(『
長
編
」
単位

一
八
四
嘉
結
元
年

一O
五
六

一一一
月
発
酉
)

(
粛
)
雇
等
言
、
っ
、
武
陽
黍
・
天
池
廟
北
界
を
侵
せ
り
、
と
。
:
:
:
天
池
廟
は
寧
化
軍
横
嶺
鋪
に
属
す
。
慶
暦
中
、
北
界
の
耕
戸
杜
思
条

冷
泉
村
に
侵
入
す
れ
ば
、
、
近
ご
ろ
亦
た
石
峯
も
て
表
と
篤
す
有
り
。
乃
ち
館
伴
使
王
沫
に
詔
し
て
園
及
び
本
末
を
以
っ
て
庖
等
に
識
せ
し

む
。

と
、
中
央
に
汲
遣
さ
れ
た
使
者
も
こ
の
問
題
に
崩
れ
て
い
る
。
地
界
交
渉
の
よ
う
に
深
刻
な
レ
ベ
ル
ま
で
は
上
が
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
兆
し

は
す
で
に
こ
こ
に
表
れ
は
じ
め
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

『名
臣
碑
傍
琉
淡
集
』
中
集
巻
四
八
の
韓
請
の
行
肢
に
よ
れ
ば
、

611 

後
に
公
植
密
使
と
篤
り
、
使
人
粛
雇
・
呉
湛
来
り
、
辞
を
以
っ
て
館
伴
使
張
昇
に
受
け
し
め
て
日
く
、
「
南
北
の
地
界
多
く
相
い
冒
う
も
、



612 

黄
山
鬼
山
の
ご
と
き
は
則
ち
可
に
し
て
、
今
ま
巳
に
置
き
て
詩
、
ぜ
ざ
れ
ば
、
願
わ
く
は
後
に
封
略
を
謹
ま
れ
ん
。
」
と
。
界
受
く
る
こ
と
勿

か
ら
ん
と
欲
す
る
も
、
公
日
く
、
「
虜
僻
服
せ
り
。
之
を
受
く
る
に
失
す
る
こ
と
勿
れ
、
異
時
或
い
は
地
界
の
争
端
と
鴬
る
有
れ
ば
、

此

れ
以
っ
て
据
と
篤
す
を
得
ん
。
」
と
。
昇
之
を
受
く
。

と
い
う
よ
う
に
こ
の
時
の
針
感
に
も
韓
埼
が
関
わ
っ
て
い
る
。

治
卒
二
年
(
一
O
六
五
)
に
は
、

三

・
四
月
に
代
州

・
苛
嵐
軍

・
府
州
と
、
河
東
に
お
け
る
キ
タ
イ
と
の
国
境
全
面
で
ト
ラ
ブ
ル
が
あ

っ
た

(
引
)

あ
と
、

一
二
月
に
は

舘
伴
契
丹
使
源
問
京
等
言
う
、
契
丹
使
牒
も
て
稽
す
ら
く
、
南
界
大
〔
天
〕

池
等
虚
の
地
を
侵
せ
ば
、
請
う
ら
く
は
以
開
せ
ら
れ

U
V

と
。

と
、
や
は
り
天
池
に
閲
し
て
使
者
が
問
い
を
接
し
て
い
る
。
ま
た
河
東
全
方
面
で
の
ト
ラ
ブ
ル
は
、
地
界
交
渉
の
近
い
こ
と
を
橡
感
さ
せ
る
。

至
和
前
後
の
交
渉
は
、
上
述
の
よ
う
に
宋
の
禁
地
へ
の
進
出
が
契
機
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
時
、
地
界
交
渉
の
数
年
前
に

も
宋
が
禁
地
へ
の
進
出

い
わ
ば
第
二
次
禁
地
耕
地
化
を
園

っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
が

(
『
長
編
』
巻
二
四

一
照
寧
五
年

。
七
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月
丁
丑
)

詔
し
て
知
太
原
府
劉
庫
の
根
括
す
る
所
の
析

・
麟
州
・

寧
化
箪
の
可
耕
地
を
以

っ
て
、
弓
箭
手
を
招
致
せ
し
む
。

の
ご
と
く
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
同
の
よ
う
に
、
こ
の
翌
年
キ
タ
イ
の
遁
宗
皇
帝
は
代
北
に
巡
幸
し
て
い
る
。
そ
の
時
貼
で
の
朕

況
を
キ
タ
イ
か
ら
見
た
な
ら
ば
、
更
に
宋
が
進
出
し
て
き
た
、
そ
し
て
川
に

「曾
宋
求
天
池
之
地
」
と
あ
る
よ
う
に
宋
が
天
池
を
求
め
て
き
た

と
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
恐
ら
く
そ
れ
に
釣
す
る
反
作
用
の
側
面
を
持
ち
つ
つ
、
巡
幸
の
翌
年
に
特
使
が
汲
遣
さ
れ
て
地
界
交
渉
が
開
始

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、

一
O
七
0
年
代
の
交
渉
に
至
る
経
過
を
概
略
述
べ
て
き
た
。
至
極
筒
草
に
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
禁
地
の
設
定
、
宋
の
禁
地

へ
の
再
進

出
の
二
つ
を
霊
期
と
し
て
指
摘
で
き
る
と
い
え
る
。
宋
の
禁
地
へ
の
再
進
出
は
、
こ
れ
を
キ
タ
イ
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
宋
が

一
度
放
棄
し
て
キ

タ
イ
の
勢
力
下
に
入
っ

た
地
に
侵
入
し
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
勿
論
こ
れ
は
キ
タ
イ
か
ら
の
覗
貼
で
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
宋
か
ら



見
れ
ば
キ
タ
イ
が
自
領
に
侵
入
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。

交
渉
の
内
容
を
検
討
す
れ
ば
、
同
!
刷
、
同
!
伺
の
史
料
か
ら
導
い
た
キ
タ
イ
側
の
認
識
、
す
な
わ
ち
従
来
キ
タ
イ
の
勢
力
下
に
あ
っ
た
地

に
宋
が
数
十
年
前
そ
し
て
近
年
侵
入
し
て
き
た
と
い
う
認
識
は
、
宋
側
の
史
料
で
再
構
成
し
た
歴
史
に
照
ら
し
て
も
、

事
賓
の
面
で
大
き
な
議
離
は
な
い
。
キ
タ
イ
と
宋
の
聞
に
存
在
す
る
既
謹
の
禁
地
に
封
す
る
認
識
の
相
違
に
よ
り
、
同
一
事
責
に
釘
し
て
見
解

一
定
の
符
合
が
見
ら
れ
、

に
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
交
渉
護
生
の
長
期
的
な
原
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
が
第
一
章
に
お
け
る
結
論
で

あ
る
。一

方
で
、
交
渉
時
に
お
け
る
新
た
な
拭
況
も
指
摘
で
き
る
。
そ
れ
は
ま
ず
、
専
門
の
使
節
が
汲
遣
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
あ
く

ま
で
常
使
あ
る
い
は
他
の
目
的
の
特
使
の
護
言
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
と
比
し
て
、

た
と
お
り
交
渉
の
前
に
キ
タ
イ
皇
帝
、
巡
幸
に
よ
る
お
墨
附
き
が
あ
っ
た
こ
と
は
注
意
に
あ
た
い
す
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
そ
れ
以
前

一
つ
遣
う
段
階
に
あ
る
。
こ
れ
と
関
連
し
て
、
既
に
絹
れ

と
は
政
権
中
植
に
お
い
て
事
態
の
重
要
性
が
増
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
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ま
た
、
以
上
の
論
速
か
ら
は
例
に
閲
す
る
情
報
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
以
前
は
主
に
侵
耕
す
な
わ
ち
農
耕
関
連
が
問
題
で
あ

っ
た
の
に

釘
し
、
地
界
交
渉
に
至
っ
て
制
の
よ
う
に
、
「
中
十
年
」
か
「
自
来
」
か
と
い
う
問
題
は
あ
る
も
の
の
、
乙
室
部
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
が
登
場
し

た
こ
と
も
興
味
深
い
。
そ
れ
以
前
の
交
渉
に
お
い
て
乙
室
部
が
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
か
ど
う
か
は
、
は

っ
き
り
と
は
わ
か
ら
な
い
。
次
章
で

述
べ
る
よ
う
に
、
乙
室
部
は
突
然
移
動
し
て
来
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
か
ら
近
遣
に
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
嘗
地
に
お

け
る
農
耕
が
何
ら
か
の
形
で
乙
室
部
と
関
連
し
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
始
め
て
明
確
に
史
料
に
現
れ
る
と
い
う
事
賓

は
間
違
い
な
く
存
在
す
る
。
そ
の
政
権
の
コ
ア
が
遊
牧
勢
力
に
よ
る
キ
タ
イ
に
と

っ
て
、
こ
の
黙
は
一
つ
の
大
き
な
饗
化
と
見
ら
れ
る
。

な
お
、
別
に
も
う
一
知
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
韓
璃
の
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
キ
タ
イ
へ
の
刺
激
を
気
に
し
て
禁
地
と
さ
れ
て
い
た

寧
化
軍
沿
遁
の
地
へ
の
再
進
出
を
園
っ
た
の
は
韓
璃
で
あ
っ
た
。
次
章
で
も
鯛
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。

613 
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第
二
章

直
接
の
原
因
に
つ
い
て

第

節

代
北
の
地
に
つ
い
て

前
章
の
末
尾
に
お
い
て
、
韓
埼
に
注
目
す
べ
き
旨
を
述
べ
た
。
そ
れ
は
、
地
界
交
渉
勃
琵
に
関
す
る
宋
か
ら
の
分
析
と
し
て
、
交
渉
の
さ
な

か
に
な
さ
れ
た
韓
埼
の
上
奏

(「
長
編
」
巻
二
六
二
照
寧
八
年

一O
七
五

四
月
丙
寅
)
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
富
弼

・
文
彦
博

・
曾

八
ム
亮
と
と
も
に
紳
宗
皇
帝
の
諮
問
に
答
え
た
も
の
で
あ
り
、
内
容
と
し
て
は
嘗
時
の
宋
の
執
っ

た
政
策
に
封
す
る
キ
タ
イ
か
ら
の
塵
力
と
い
う

見
方
で
あ
る
。

韓
埼
の
こ
の
意
見
は
、
多
く
の
史
書
の
採
用
す
る
所
と
な
り
、
後
世
の
地
界
交
渉
評
債
へ
の
影
響
力
の
大
き
い
も
の
で
あ
り
、
検
討
を
必
要

術
設
備
改
良
、
都
作
院
の
武
器
製
造

・
将
兵
法
と
い
う
、

キ
タ
イ
も
関
連
す
る
諸
固
と
の
外
交
政
策
や
封
キ
タ
イ
防
衛
政
策
計
七
つ
を
奉
げ
て
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と
す
る
。
た
だ
、
こ
の
上
奏
は
嘗
時
の
政
権
の
政
策
を
、
高
麗
の
朝
貢
・
照
河
路
の
経
略
・
防
衛
目
的
の
西
山
の
植
樹
・
保
甲
法
・
河
北
の
防

批
判
し
た
も
の
で
、
逐

一
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
は
本
稿
で
は
紙
幅
的
に
不
可
能
で
あ
る
が
、

(

刷

出

)

お
き
た
い
。

や
や
巨
視
的
に
、
幾
ば
く
か
の
検
討
を
加
え
て

韓
璃
の
上
奏
は
、
首
時
の
政
策
が
封
キ
タ
イ
戦
争
の
準
備
で
あ
る
と
キ
タ
イ
の
疑
惑
を
買
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
キ
タ
イ
が
こ
の
よ

う
な
交
渉
で
宋
の
出
方
を
試
し
て
い
る
と
す
る
の
だ
が
、
賓
は
そ
こ
に
大
き
な
鉄
落
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

キ
タ
イ
が
要
求
に
持
ち
出
す
の
が
代

北
で
あ
る
と
い
う
こ
と
自
慢
に
つ
い
て
は
説
明
を
奥
え
て
い
な
い
酷
で
あ
る
。
前
章
で
遮
べ
た
よ
う
に
、
代
北

へ
の
宋
の
進
出
を
進
め
た
の
は

首
の
韓
埼
で
あ
り
、

そ
の
関
係
は
た
だ
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
こ
と
に
鰯
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
に
は
論
黙
の
す
り
替

え

・
責
任
回
避
が
見
え
隠
れ
す
る
。
時
の
政
権
と
封
立
す
る
立
場
で
あ
る
と
い
う
蕪
祇
的
問
題
に
加
え
て
個
人
的
事
情
も
か
ら
み
、

上
奏
内
容

の
信
頼
性
へ
の
疑
問
は
相
嘗
大
き
い
も
の
が
あ
る
。



ま
た
、
匪
力
と
い
う
面
の
致
率
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
閥
南

(河
北
の
奮
キ
タ
イ
領
)
を
要
求
す
る
こ
と
の
方
が
数
果
的
で
あ
っ
た
ろ
う
。
キ

タ
イ
の
特
使
が
振
、
遣
さ
れ
た
と
き
、
す
で
に
代
北
の
交
渉
が
始
ま
っ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
{
木
側
は
こ
れ
を
開
南
に
関
す
る
使
節
と
考
え
た

(

お

)

(

お

)

の
で
あ
る
。
ま
た
交
渉
中
も
、
ひ
と
た
び
譲
歩
を
す
れ
ば
次
は
開
南
で
あ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
っ
た
。
賓
際
、
か
つ
て
増
幣
交
渉
の
際
に
は
、

キ
タ
イ
は
開
南
の
地
を
要
求
し
た
末
に
、
要
求
の
取
り
下
げ
と
引
き
換
え
に
雨
園
聞
の
地
位
の
饗
化
を
勝
ち
取
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
地
界
交

渉
に
お
い
て
は
、

キ
タ
イ
は
要
求
の
末
に
結
果
と
し
て
嘗
該
の
地
を
得
た
が
、
地
位
上
の
蟹
化
は
見
ら
れ
な
い
。
開
南
を
要
求
す
る
こ
と
と
代

北
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
そ
の
性
格
に
相
首
の
遣
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ
か
ら
、
今
回
の
交
渉
で
は
、
賓
際
に
領
土
を
求

め
る
部
分
が
強
か
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
韓
埼
の
見
解
は
全
面
的
に
は
よ
る
に
足
ら
な
い
。
よ
っ
て
開
南
で
は
な
く
代
北
で
あ
る
と
い
う
、
そ
の
地
域
自
曜
に

ま
ず
注
意
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

(
幻
)

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
陶
菅
生
の
先
行
研
究
が
あ
る
よ
う
に
、
代
北
問
題
が
い
わ
ば
河
北
の
圏
境
問
題
の
あ
と
に
引
き
績
く
が
ご
と
く
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笹
生
し
て
い
る
酷
で
あ
る
。
た
し
か
に
、

紳
宗
朝
も
し
く
は
王
安
石
政
権
の
封
キ
タ
イ
政
策
の
分
析
と
い
う
問
題
設
定
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら

を
連
緩
し
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
枠
組
み
で
か
ま
わ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
前
章
で
の
記
述
の
よ
う
に
、
代
北
の
問
題
は
そ
れ
自

身
が
す
で
に
歴
史
的
経
緯
を
持
っ
て
お
り
、
突
然
費
生
し
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
黙
で
、
直
ち
に
は
河
北
の
問
題
と
つ
な
げ
で
は
考
え
ら
れ

な
い
。
そ
し
て
、
宋
か
ら
見
れ
ば
い
ず
れ
も
キ
タ
イ
の
起
こ
し
た
問
題
と
い
う
こ
と
で
等
債
か
も
し
れ
な
い
が
、
キ
タ
イ
側
か
ら
み
る
な
ら
ば
、

(
お
)

比
較
的
濁
立
性
の
強
い
南
京
管
内
で
の
小
競
り
合
い
が
、
明
確
に
中
央
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
代
北
の
問
題
と
同
様
に
考
え
ら

れ
る
の
か
と
い
う
黙
に
は
大
き
な
疑
問
符
が
つ
く
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
筆
者
は
こ
の
二
つ
の
事
件
を
切
り
離
し
て
検
討
す
べ
き
も
の
と
考

、え
る
。
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で
は
、
こ
の
代
北
の
地
は
キ
タ
イ
に
と
っ
て
ど
う
い
う
地
で
あ
っ
た
の
か
。
ま
ず
こ
の
地
が
釘
宋
の
軍
事
的
要
衝
で
あ

っ
た
こ
と
は
無
論
で

(

刊

日
)

あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
歴
史
的
に
こ
の
地
は
遊
牧
民
に
と

っ
て
豊
か
な
地
で
も
あ
っ
た
。
嘗
然
こ
れ
は
キ
タ
イ
に
し
て
も
同
じ
で
あ

っ
た
ろ
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ぅ
。
こ
の
歴
史
的
背
景
を
踏
ま
え
れ
ば
前
章
第
一
節
の
例
の
「
耕
牧
之
地
」
と
い
う
い
わ
ば
慣
用
表
現
も
、
現
賓
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
か
と

回
じ
、
つ
J

。火
山
・
率
化
の
問
、
山
林
は
鏡
富
に
し
て
、
財
用
の
薮
な
り
。
荷
葉

・
平
置
・
牙
山
・
雪
山

一
帯
よ
り
、

直
く
瓦
客
鳴
に
走
る
ま
で
、
南

北
百
絵
里
、
東
西
五
十
里
、
材
木
薪
炭
、
以
っ
て
一
路
に
供
す
る
に
足
り
、
要
鹿
雑
克
、
以
っ
て
数
州
を
飽
か
し
む
る
に
足
る
。
雲
山
に

廟
有
り
、
河
東
一
路
、
牲
幣
の
走
る
所
な
る
も
、
今
ま
亦
た
夷
鬼
と
矯
る
。
人
紳
共
に
怒
る
は
、
皆
な

(韓
)
緩
の
罪
な
り
。
中
園
従
来

形
勢
を
卓
望
す
る
の
地
の
、

五
蕃
嶺

・
六
蕃
嶺

・
七
蕃
嶺
・
黄
鬼
山
の
ご
と
き
の
類
を
控
施
せ
る
も
、

今
ま
皆
な
敵
地
と
鋳
る
。
折

・
代

議
せ
ん
や
。
(『長
編
』
巻
三
七
二
冗
祐
元
年

を
下
覗
し
て
、
人
馬
敷
う
べ
し
。
異
時
精
兵
数
十
蔦
人
を
用
う
と
も
、
未
だ
復
た
取
る
に
易
か
ら
ず
し
て
、
用
兵
の
策
、

誰
か
能
く
復
た

三
月
戊
辰
)

一O
八
六

こ
れ
は
蘇
轍
の
指
摘
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
軍
事
的
要
衝

・
地
味
豊
か

・
聖
地
と

い
う
諸
貼
に
関
し
て
は
、
こ
の
文
章
全
韓
の
主
張
は
韓
績
を

キ
タ
イ
皇
帝
が
幾
た
び
か
こ
の
方
面
に
赴
い
て
い
る
黙
も
、
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
(
『長
編
」
巻
五
一
五
元
符
二
年

一O
九
九
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攻
撃
せ
ん
が
た
め
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
傾
聴
に
値
す
る
も
の
が
あ
る
。

九

月
甲
寅
)

北
主
今
歳
を
以

っ
て
西
京
の
並
遣
に
至
り
打
園
し
、
代
州
の
遁
境
を
去
る
こ
と
止
だ
十
里
よ
り
五
七
里
に
至
る
の
み
。
:
:
:
照
寧

・
元
豊

中
も
亦
た
嘗
て
此
に
於
い
て
打
圏
す
。

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
の
年
は
、
キ
タ
イ
で
言
え
ば
蕎
昌

(喜
隆
)
五
年
で
あ
る
。
『遼
史
』
巻
二
六
遁
宗
本
紀
六
で
確
認
す
る
と
、
こ
の

歳
確
か
に
例
に
既
出
の
大
牢
古
山
に
行
幸
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
時
も
西
夏
を
含
め
た
三
園
の
園
際
関
係
が
問
題
と
な

っ
て
特
使
の
汲
遣
が

あ
っ
た
の
で
あ
り
、
政
治
性
も
色
濃
い
こ
と
は
言
及
の
必
要
が
あ
ろ
う
。

間
…寧
と
は
既
述
の
地
界
交
渉
直
前
の
時
で
あ
る
の
で
措
き
、
元
豊
と
は

『
長
編
』
巻
五

O
九
元
符
二
年

四
月
辛
卯
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
元
豊

二
年

(
一
O
七
九
)
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
歳
即
ち
キ
タ
イ
の
大
康
五
年
を

『遼
史
』
本
紀
で
確
認
す
る
と
、
確
か
に
西
京
方
面
に
行
幸
し
て



い
る
。
こ
れ
ら
以
外
に
遁
宗
皇
帝
が
西
京
方
面
に
赴
い
た
の
が
明
ら
か
な
の
は
清
寧
八
年
(
一

O
六
二
)
く
ら

い
で
あ
る
。
回
数
自
龍
が
多
い

と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
そ
の
割
合
に
お
い
て
、
遁
宗
皇
帝
が
西
京
方
面
に
出
向
い
た
時
に
必
ず
と
い

っ
て
い
い
ほ
ど
到
る
場
所
が
こ
の
代
北

の
地
な
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
宋
と
の
園
境
附
近
で
あ
る
と
い
う
政
治
的
な
意
味
と
同
時
に
、
前
提
と
し
て
こ
の
地
が
遊
牧
に
適
し
て
い
る
と

い
う
候
件
を
満
た

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
も
そ
も
キ
タ
イ
の
皇
帝
は
、
主
に
シ
ラ
ム
レ
ン
流
域
の
水
草
豊
か
な
地
を
居
所
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外

の
場
所
に
赴
く
と
し
て
も
、
そ
の
地
は
豊
か
な
地
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
れ
が
定
例
の
場
所
と
な

っ
て
い
る
な
ら
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

以
上
本
節
で
は
、
地
界
交
渉
に
お
い

て
は
、
そ
の
係
争
地
と
な
っ
た
代
北
の
地
自
程
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
地
が
軍

事
的
要
衝
で
あ
る
う
え
に
遊
牧
民
に
適
し
た
土
地
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

第
二
節

キ
タ
イ
政
権
内
に
お
け
る
乙
室
部
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前
章
に
お
い
て
は
、

キ
タ
イ
側
の
地
界
交
渉
に
釣
す
る
認
識
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
う
ち
乙
室
部
に
閲
す
る
史
料
に
つ
い
て
は
、
他
に

関
連
史
料
が
見
ら
れ
な
い
た
め
、
検
討
を
暫
く
措
い
た
。
し
か
し
、
他
の
理
由
は
あ
く
ま
で
正
嘗
性
の
主
張
で
あ
る
の
に
針
し
、
こ
の
理
由
は
、

領
有
の
必
要
性
ま
で
を
も
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
黙
に
お
い
て
他
の
理
由
と
性
質
を
異
に
し
、
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
よ

っ
て
本
節
で
は
、

キ
タ
イ
政
権
内
に
お
け
る
乙
室
部
の
存
在
の
重
要
性
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、

『入
園
別
録
」
内
に
お
け
る
乙
室
部

へ
の
言
及
の
も
つ
史
料

的
意
義
に

つ
い
て
考
察
す
る
。

な
お
、

乙
室
部
に
閲
す
る
史
料
は
限
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
管
見
の
限
り
募
論
も
な
い
か
と
思
わ
れ
る
た
め
、

キ
タ
イ
の
部
族

一
般
の
研
究
や、

後
に
述
べ
る
よ
う
に
乙
室
部
と
キ
タ
イ
政
権
内
に
お
い
て
占
め
る
位
置
の
近
い
五
院

・
六
院
部
及
び
柔
に
閲
す
る
論
考
を
参
照
し
な
が
ら
記
述

(
位
)

を
進
め
る
。
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ま
ず
、

一
般
的
に
、

キ
タ
イ
政
権
中
に
お
け
る
乙
室
部
の
占
め
る
位
置
に
つ
い

て
述
べ
る
。
乙
室
部
に
閲
す
る
基
本
的
な
史
料
は

『遼
史
」
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巻
三
三
皆
衛
志
下
部
族
下
の
太
祖
二
十
部
の

乙
室
部
。
其
先
日
撒
里
本
、
阻
午
可
汗
之
世
、
奥
其
兄
盆
古
分
営
而
領
之
、

日
乙
室
部
。
曾
同
二
年

(九
三
九
)
更
夷
離
董
矯
大
王
。
隷

南
府
、
其
大
王
及
都
監
駐
西
南
之
境
、
司
徒
居
鴛
脅
泊
、
閑
撒
披
居
車
軸
山
。
石
烈
二、

阿
里
答
石
烈
。

欲
主
石
烈
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

(

同
日

)

ま
ず
、
皇
帝
の
出
身
部
族
で
あ
る
五
院
・
六
院
部
と
同
組
傍
説
を
持
つ
こ
と
は
、

そ
れ
が
事
賓
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、

そ
の
占
め
る
位
置
の

重
要
性
を
物
語
る
。
部
族
長
が
大
王
と
稽
さ
れ
る
の
は
五
院

・
六
院
部
の
南
北
大
王
及
び
か
つ
て
契
丹
と
並
稀
さ
れ
た
美
の
長
、
そ
し
て
問
題

の
乙
室
部
の
長
の
み
で
あ
り
、
そ
の
ラ
ン
ク
の
高
さ
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
西
南
路

・
西
北
路
等
の
「
軍
管
直
」
に
属
し
て
い
な
い
黙
も
そ
の
濁

(
判
)

立
性
・
地
位
の
高
さ
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
部
族
も
、
こ
の
四
部
族
の
み
で
あ
る
。

以
上
を
端
的
に
い
う
な
ら
ば、

五
O
以
上
に
の
ぼ
る
キ
タ
イ
の
部
族
に
中
に
お
い
て
、

乙
室
部
は
そ
の
上
位
四
位
の
中
に
入
る
地
位
を
占
め
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る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
本
稿
で
重
要
な
問
題
と
な
る
そ
の
存
在
地
軸
で
あ
る
が
、

三
ケ
所
掲
げ
ら
れ
る
内
の
一
つ
が
「
駐
西
南
之
境
」
と
さ
れ
る
。
キ
タ
イ

に
お
い
て
「
西
南
」
と
い
う
概
念
は
、
歴
史
的
経
緯
も
あ
り
か
な
り
贋
い
も
の
で
あ
る
が
、
前
章
川
の
韓
家
奴
停
の
用
例
か
ら
天
池
方
面
を
も

含
む
も
の
で
あ
り
、
ま
た
余
靖
の

「契
丹
官
儀
」
(
『武
渓
集
』
巻

一
八
)
に
お
け
る
「
雁
門
の
北
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
、
こ
の
場
合
は
代
北
で

(
灯
)

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は

『入
国
別
録
』
の
記
述
と
も

一
致
す
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
存
在
地
貼
は
恐
ら
く
前
述
の
代
北
の
地
の
自
然
保
件
と
は
無
関
係
で
は
な
い
。
キ
タ
イ
の
代
表
的
な
大
部
族
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

釘
宋

の一

方
の
要
衝
に
し
て
且
つ
遊
牧
地
と
し
て
も
優
れ
た
地
を
保
誼
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
に
は
、

乙
室
部
の
司
徒
が
い
た
と
さ

れ
る
鴛
驚
泊
も
し
ば
し
ば
皇
帝
が
行
幸
す
る
地
で
あ
る
こ
と
も
参
考
と
な
ろ
う
。



ま
た
、
本
稿
の
関
心
と
し
て
は
、

乙
室
部
が
い
つ
の
時
期
か
ら
代
北
の
地
に
い
た
か
も
問
題
と
な
る
。
こ
れ
は
前
章
制
の
「
牟
年
」
か
あ
る

い
は
「
自
来
」
か
と
い
う
問
題
と
も
関
連
し
て
く
る
。
た
だ
こ
の
間
い
に
は
、
余
靖
の
使
北
し
た
一

O
四
0
年
代
に
は
こ
の
地
に
い
た
と
い
う

(
必
)

以
上
の
明
確
な
答
え
は
存
在
し
な
い
。
現
在
、
燕
雲
十
六
州
の
割
譲
の
時
期
か
ら
と
い
う
島
田
正
郎
に
よ
る
先
行
研
究
が
存
在
す
る
の
み
か
と

思
わ
れ
る
の
で
し
ば
ら
く
こ
れ
に
よ
る
と
、
第
一
章
の
検
討
か
ら
、
宋
の
再
進
出
以
前
は
、
北
漢
が
滅
亡
し
て
か
ら
禁
地
が
設
定
さ
れ
る
ま
で

の
十
年
程
度
の
聞
を
除
く
と
、
比
較
的
自
由
に
乙
室
部
は
代
北
の
園
境
地
帯
を
使
え
た
こ
と
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
宋
の
再
進
出
に
伴
い
行
動
に

制
約
が
謀
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
交
渉
で
そ
の
名
が
登
場
し
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
「
中
十
年
」
か
「
自
来
」
か
と
い
う
問
題
に

関
し
て
は
、
自
来
そ
の
近
濯
に
お
り
、
天
池
に
現
れ
た
の
が
宇
年
前
で
あ
る
と
解
し
て
お
き
た
い
。

以
上
に
お
い
て
、
乙
室
部
に
関
し
て
説
明
を
加
え
た
。
以
下
で
は、

キ
タ
イ
政
権
内
に
お
け
る
乙
室
部
の
位
置
を
探
る
た
め
、
キ
タ
イ
の
部

族
制
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。
こ
れ
は
、
先
行
研
究
に
お
け
る
部
族
制
度
の
と
ら
え
か
た
に
筆
者
と
は
異
な
る
も
の
が
あ
る
た
め
、
こ
の

(ω
)
 

黙
に
つ
い
て
言
及
し
な
い
限
り
筆
者
の
乙
室
部
の
位
置
附
け
に
針
す
る
見
解
も
明
確
と
な
ら
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

キ
タ
イ
の
部
族
制
を
解
明
す
る
た
め
の
作
業
と
し
て
、

(
印
)

黙
か
ら
仕
分
け
し
て
表
を
作
成
し
た
。
今
そ
れ
に
よ
っ
た
際
に

一
見
し
て
直
ち
に
気
付
く
の
は
、
迭
剰
部

(す
な
わ
ち
五
院
部
・

六
院
部
)
の一

愛
宕
松
男
は
、

一
六
四
人
の
契
丹
人
を
耶
律
姓
と
粛
姓
の
爾
姓
と
八
部
の
二
つ
の
観
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O
九
人
と
乙
室
部
の
四

一
人
を
合
わ
せ
た
時
貼
で
す
で
に

一
五
O
人
と
な
り
、
こ
の
二
部
だ
け
で
賓
に
九
三

%
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
黙
で
あ

(
引
)

る
。
し
か
し
、
愛
宕
は
后
族
を
乙
室
部
と
み
な
し
て
い
る
が
、
こ
の
見
解
に
は
異
論
も
あ
り
、
筆
者
も
后
族
H
乙
室
部
説
に
は
輿
さ
な
い
。
史

料
中
に
后
族
が
乙
室
部
に
属
す
る
と
い
う
明
言
は
存
在
せ
ず
、

そ
の
よ
う
に
考
え
る
必
然
性
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

す
る
と
愛
宕
が
乙
室
部
に
分
類
し
た
殆
ど
は
后
族
に
属
す
る
た
め
そ
の
鈷
を
訂
正
す
る
と
、
結
果

『遼
史
』
に
列
俸
が
存
在
し
且
つ
そ
の
出

身
の
確
認
で
き
る
契
丹
人
は
、
高
い
確
率
で
奮
迭
刺
部
及
び
迭
刺
部
に
非
常
に
近
い
存
在
で
あ
ろ
う
后
族
で
占
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
結
果
が

出
て
来
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
余
靖

(「
契
丹
官
儀
」)
に
よ
れ
ば
、

619 

胡
人
の
従
行
の
兵
は
、
宗
室
中
の
最
親
信
者
を
取
り
て
行
宮
都
部
署
と
矯
し
て
以
っ

て
之
を
主
べ
し
む
。
其
の
兵
は
皆
南
北
王
府

・
十
宮
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院
人
よ
り
取
り
て
之
に
充
つ
。

そ
し
て

(

日
記

)

此
の
籍

(
宗
室

・
煎
氏

・
庶
姓
耶
律
氏
)
に
在
ら
ず
ん
ば
、
即
ち
十
宮
院
及
び
南
北
王
府
に
属
す
。

と
あ
り
、
余
靖
が
キ
タ
イ
朝
廷
を
訪
れ
て
そ
こ
で
目
に
映

っ
た
の
は
奮
迭
刺
部
と
オ
ル
ド
の
人
聞
が
多
か

っ
た
よ
う
で
あ
り
、
こ
れ
も
似
た
現

象
と

い
え
よ
う
。

こ
の
こ
と
は
何
を
表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
中
華
王
朝
の
姿
を
も
と

っ
た
キ
タ
イ
政
権
に
中
央
集
権
的
な
性
格
を
見
ょ
う
と
す
る
者
に
は、

(
日
)

こ
れ
は
皇
帝
を
頂
黙
と
す
る
奮
迭
刺
部
に
よ
る
濁
占
的
支
配
と
映
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
皇
帝
出
身
部
の

勢
力
・
権
力
が
強
力
で
あ
っ
た
こ
と
自
鰭
は
む
ろ
ん
事
賓
で
あ
ろ
う
が
、
む
し
ろ
逆
に
、
皇
帝
の
権
力
の
直
接
に
及
ぶ
範
園
は
奮
迭
刺
部
を
大

き
く
出
な
い
こ
と
を
示
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

植
密
院
、
宰
相
府
、
大
王
院
の
各
機
関
は
:
:
:
貰
際
は
い
ず
れ
も
君
主
の
も
と
で
国
政
一
般
に
参
書
一
す
る
宰
執
で
あ
り
、
契
丹
固
有
の
政

(

白
川

)

治
ス
タ
イ
ル
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

- 20-

こ
こ
で
武
田
和
哉
の
研
究
か
ら

一
部
を
引
用
し
よ
う
。

武
田
の
こ
の
見
解
は
、
従
来
の
南
北
大
王
に
開
す
る
と
ら
え
方
が

『遼
史
』
百
官
志
に
誤
り
が
あ
る
と
い
う
前
提
で
あ
る
の
に
釘
し
、

--‘
v

、
-

J
'
'
J
J
'
 

ち
に
百
官
志
を
誤
り
と
は
せ
ず
且
つ
史
料
か
ら
蹄
納
的
に
述
べ
て
い
る
勃
で
、
説
得
力
が
あ
る
。
た
だ
し
武
田
は
、
枠
組
み
と
し
て
は
、
皇
帝

そ
の
属
官
と
し
て
北
・
南
府
宰
相
が
お
り
、
そ
の
下
部
組
織
と
し
て
諸
部
が
存
在
す
る
と
い
う
奮
来
の
考
え
を

(
日
)

追
認
し
、
賞
際
の
運
営
上
は
い
ず
れ
も
宰
執
で
あ
る
、
と
い
う
立
場
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
筆
者
は
い
ま

一
歩
す
す
め
て
考
え
た
い
。
そ
も

の
も
と
に
北
極
密
使
が
あ
り
、

そ
も
形
式
的
に
も
三
者
に
統
属
閥
係
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
諸
部
族
が
北
府

・
南
府
に

「
隷
」
し
て
い
た
の
は
、

『遼
史
』
の
昔
街

志

・
兵
衛
志
の
記
述
か
ら
も
間
違
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
直
ち
に
宰
相
の
下
位
に
立
つ
も
の
で
あ
る
か
は
別
問
題
で
あ
る
。

ま
た
宰
相
が
北
極
密
使
に
属
す
る
と
言
う
記
述
に
至
つ
て
は
、
管
見
の
限
り
そ
の
よ
う
な
も
の
は
存
在
し
な
い
。
賓
は
、
こ
れ
は
か
な
り
足
元



の
弱
い
説
な
の
で
あ
る
。
仮
に
縦
の
こ
の
よ
う
な
階
層
制
が
成
立
し
て
い
た
な
ら
ば
、

そ
れ
は
一
面
で
は
、

一
般
に
想
定
さ
れ
る
中
原
王
朝
よ

り
も
さ
ら
に
集
権
的
な
龍
制
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
は
筆
者
は
否
定
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
武
田
の
見
解
を
敷
桁
し
た
時
、
本
稿
の
文
脹
の
中
で
重
要
な
の
は
、

一
面
で
た
だ
の
部
族
長
に
過
ぎ
な
い
南
北
大
王
が
皇

帝
に
直
ち
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
他
の
諸
部
と
異
な
り
、
南
北
二
部
は
皇
帝
の
直
轄
部
族
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
も
武
田
が

示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
桁

v

世
宗
擁
立
は
賓
質
上
南
北
大
王
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
、
興
宗
の
弟
の
重

(宗
)
元
が
蓮
宗
に
釘
し
て
反
乱
を
起

こ
し
た
と
き
に
も
南
北
大
王
の
動
向
が
大
問
題
と
さ
れ
た
。
南
北
大
王
は
皇
帝
に
直
属
し
、
逆
に
皇
帝
決
定
に
影
響
力
を
持
つ
。
こ
れ
は
皇
帝

が
賓
は
迭
刺
部
長
的
性
格
を
持
つ
こ
と
と
も
い
え
る
。

こ
れ
ま
で
、
北
南
院
も
含
め
て
、
「
部
」
は
い
わ
ば
上
記
の
よ
う
な
縦
の
枠
組
み
で
把
握
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
北
南
院
が
そ
の
よ
う
に

片
付
け
ら
れ
る
存
在
で
は
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
考
え
方
に
も
再
考
が
求
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
奮
迭
刺
部
以
外
の
諸
部
と
皇
帝
と
の
関
係
も
再
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検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
皇
帝
は
も
ち
ろ
ん
別
格
的
存
在
で
は
あ
る
が
賓
は
部
族
長
の
一
と
い
う
面
を
保
持
し
て
い
た
と
な
る
と
、
こ

れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
意
味
で
の
直
接
的
な
統
属
関
係
が
他
部
に
針
し
て
存
在
し
た
か
ど
う
か
は
大
い
に
疑
問
で
あ
る
。
目
下
明
確

な
形
で
提
示
で
き
る
に
至
っ
て
い
な
い
が
、
遊
牧
政
権
と
し
て
の
キ
タ
イ
の
モ
デ
ル
は
、
よ
り
横
並
び
的
な
も
の
を
想
定
す
る
べ
き
で
は
な
か

ろ
、
っ
か
。

以
上
を
あ
え
て
簡
潔
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
キ
タ
イ
は
少
な
く
と
も
一
面
で
は
普
通
の
遊
牧
政
権
で
あ

っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

皇
帝
は
優
越
し
た
地
位
を
保
持
し
つ
つ
も
、
遊
牧
勢
力
に
釣
し
て
は
、
決
し
て
集
権
的
な
皇
帝
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

一
般
に
遊
牧

政
権
の
中
央
部
は
、
構
成
部
族
に
利
盆
を
保
誼
す
る
必
要
が
あ
る
語
だ
が
、
話
を
本
稿
の
課
題
に
戻
す
な
ら
ば
、
地
界
交
渉
の
針
象
と
な
っ

た

土
地
は
、

キ
タ
イ
側
か
ら
見
て
宋
に
封
す
る
戦
略
上
の
要
衝
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
遊
牧
に
も
適
し
た
土
地
で
あ
っ
た
。
本
節
で
提
示
し
た

よ
う
な
モ
デ
ル
で
考
え
る
な
ら
ば
、

キ
タ
イ
の
中
央
に
は
、
濁
立
性
の
強
い
大
部
族
で
あ
る
乙
室
部
に
封
し
て、

そ
の
地
を
宋
か
ら
確
保
す
る

621 

ょ
う
配
慮
す
る
必
要
が
相
首
強
く
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
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第

節

乙
室
部
人
粛
巌
毒
と
昔
時
の
政
治
紋
況

前
節
で
は
、

キ
タ
イ
中
央
が
乙
室
部
に
封
し
て
一
定
の
配
慮
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
代
北
の
地
を
乙
室

部
に
確
保
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
遮
べ
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
の
み
で
は
、

一
O
七
0
年
代
と
い
う
こ
の
時
期
に
至

っ
て
中
央
同
士
の
本
格
的
な
交
渉
と
な

っ
た
こ
と
の
決
定
的
原
因
と
し
て
は
や
や
弱
く
も
あ
る
。
よ
っ
て
、
本
節
で
は
こ
の
時
期
に
於
い
て
キ

(
幻
)

タ
イ
政
権
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ

っ
た
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。

地
界
交
渉
が
行
わ
れ
た

一
O
七
四
年
か
ら

一
O
七
六
年
は、

キ
タ
イ
で
は
成
務

一
O
年
か
ら
大
康
二
年
で
あ
る
。
こ
れ
は
キ
タ
イ
朝
廷
に
お

い
て
耶
律
乙
辛
汲
と
嘗
時
の
皇
太
子
耶
律
溶
(
這
宗
の
男
。
以
下
皇
太
子
と
は
こ
の
人
物
を
さ
す
)
汲
が
争
う
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
時
期
で
あ
っ

た
。
以
下

『遼
史
』
本
紀
に
基
づ
き
簡
単
に
関
連
記
事
を
年
表
的
に
記
す
。

成
羅
元
年

溶
立
太
子
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(

一

O
六
五
)

成
羅
五
年

皇 乙
太辛
子便
再宜
生従
櫨白事

)許

さ
る

成
薙
八
年

乙
辛
に
釣
抗
し
う
る
存
在
で
あ
っ
た
耶
律
仁
先
死
去

大
康
元
年

一
八
歳
の
皇
太
子
が
朝
政
を
線
領
し
、
南
北
植
密
院
を
粂
領

(一

O
七
五
)
皇
太
子
に
男
子
(
後
の
天
昨
帝
)
誕
生

皇
太
子
の
母
で
あ
る
皇
后
、
乙
辛
の
計
に
よ
り
死
亡

大
康
二
年

皇
太
后
死
去

乙
辛

一
度
失
脚
、
聞
も
無
く
返
り
咲
き



大
康
三
年

複
数
の
留
守
す
な
わ
ち
有
力
皇
族
を
含
む
大
規
模
な
粛
清
の
上
で
皇
太
子
が
殺
さ
れ
る

こ
の
よ
う
に
、

キ
タ
イ
は
こ
の
時
期
ま
さ
に
政
治
の
季
節
で
あ
っ
た
。

交
渉
が
開
始
さ
れ
た
成
案

一
O
年

(
一
O
七
四
)、

そ
れ
は
お
そ
ら
く
は
、
着
々
と
立
場
を
固
め
て
い
た
皇
太
子
が
政
務
を
開
始
す
る
こ
と
が
、

す
で
に
政
治
日
程
に
織
り
込
ま
れ
て
い
た
か
と
思
わ
れ
る
時
期
で
あ
る
。
そ
し
て
、

皇
太
子
が
朝
政
を
線
領
し
た
の
は
沈
括
が
宋
に
蹄
還
し
た

そ
の
月
で
あ
り
、

ま
た
交
渉
に
携
わ
っ
た
楊
蓮
田
助

(盆
戒
)
も
同
日
に
梅
密
副
使
と
な

っ
て
い
る
。

こ
こ
で
話
を
乙
室
部
に
戻
そ
う
。
こ
の
時
期
に
お
い
て
特
に
注
目
す
べ
き
乙
室
部
人
と
し
て
、

『遼
史
』
巻
九
九
に
俸
の
あ
る
粛
巌
毒
を
奉

J
l
，一ミ

。
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彼
は
、
何
よ
り
も
巻
九
九
の
冒
頭
に
配
列
さ
れ
て
い
る
と
い
う
そ
の
勃
自
韓
が
特
筆
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
厳
寄

・
耶
律
撒

刺
・
粛
速
撒
・
耶
律
捷
不
也
・
粛
援
不
也
と
い
う
、

い
ず
れ
も
耶
律
乙
辛
一
汲
に
よ
り
、
麿
立
計
董
に
関
係
し
た
と
し
て
死
に
お
い
や
ら
れ、
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「
乾
統
問
、
追
封
某
々
郡
王

(
巌
寄
は
贈
問
中
書
門
下
平
章
事
)
、
絵
像
宜
一幅
殿
。
」
と
い
う
定
型
句
で
結
ぼ
れ
る
停
の
そ
の
筆
頭
に
列
せ
ら
れ
て

い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

で
は
宜
一
噛
殿
と
は
何
か
。
こ
の
答
え
は
『
三
朝
北
盟
曾
編
』
巻
一
一一官一
和
七
年

(
二

二
五
)
正
月
二
四
日
に
引
く

『亡
遼
録
』
に
あ
る
。

租
州
則
太
租
阿
保
機
之
天
膳
堂
、
懐
州
則
太
宗
徳
光
之
崇
元
殿
、
慶
州
則
望
聖

・
紳
仙
・
坤
儀
三
殿
、

乾
州
則
凝
っ
脚

・
宜一
噛
殿
、
額
州
則

安
元

・
安
静
殿
、
・

慶
州
に
陵
が
存
在
す
る
の
は
周
知
の
ご
と
く
聖
・
興
・
遁
宗
の
三
帝
で
あ
り
、
乾
州
は
景
宗
、
顛
州
は
東
丹
王
と
世
宗
で
あ
る
。
キ
タ
イ
で
ほ

か
に
皇
帝
あ
る
い
は
皇
帝
格
の
人
物
と
い
え
ば
、
穆
宗
と
太
宗
時
の
皇
太
弟
李
胡
、
そ
し
て
問
題
の
皇
太
子
で
あ
る
が
、
穆
宗
は
太
宗
に
附
葬

さ
れ
て
い
て
乾
州
で
は
な
い
。
残
る
は
二
人
だ
が
、
『
遼
史
』
巻
九
九
に
列
さ
れ
る
人
々
が
、

時
代
的
に
も
無
関
係
の
李
胡
と
祭
ら
れ
る
と
は

考
え
難
い
。
よ
っ
て
結
論
と
し
て
は
、
宜
一
噛
殿
は
皇
太
子
の
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
皇
太
子
と
非
常
に
密
接
な
位
置
に
あ

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

623 

巌
書
個
人
に
つ
い
て
見
て
も
、
乙
辛
の
好
臣
な
る
を
上
奏
し
て
、
賓
際
に
一
時
的
で
は
あ
る
が
乙
辛
が
外
に
出
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
こ
と
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が
本
傍
の
ほ
か
に
巻
九
九
耶
律
撒
刺
傍
・
巻

一
O
乙
辛
停
に
載
る
な
ど
、
そ
の
乙
辛
と
の
政
治
的
敵
釘
開
係
が
う
か
が
わ
れ
る
。
現
行
の

「遼
史

に
お
い
て
、
そ
の
政
治
性
に
お
い
て
巌
需
は
最
も
重
大
な
地
位
を
占
め
る
乙
室
部
人
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

で
は

一
方
こ
の
よ
う
な
中
、
第

一
章
第
一
節
に
奉
げ
た
、

こ
の
交
渉
と
関
わ
っ
た
と
さ
れ
る
人
物
は
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ

っ
た
、だ
ろ
う
か
。

十
繭
速
撤
は

『遼
史
』
の
巌
書
と
同
じ
巻
に
俸
が
あ
り
、

や
は
り
乙
辛
に
よ
っ
て
死
に
追
い
や
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
宋
の
史
料
に
出
て
く
る

一滴
申寸前
な
る
人
物
は
、
『
長
編
』
巻
二
五
二
配
…
寧
七
年

(一

O
七
四
)
四
月
丁
酉
に
お
け
る
植
密
副
使
と
い
う
肩
書
き
か
ら
、
逮
撒
で
あ
る
と
思
わ

れ
る。一粛

迂
魯
は
、
本
人
は
遠
く
西
北
方
面
に
あ
っ
た
せ
い
か
被
害
を
受
け
て
い
な
い
が
、
弟
の
粛
鐸
慮
斡
は
般
書
と
親
し
か

っ
た
と
さ
れ
て
流
罪

と
な

っ
て
い
る
。

鍔
成
斡
素
よ
り
粛
厳
寄
と
善
く
す
れ
ば
、
謹
す
る
に
罪
を
以
っ
て
せ
ら
れ
、
西
北
部
に
摘
戊
す
。
皇
太
子
の
事
に
坐
す
る
も
、
特
恩
も
て

{
M
M
)
 

死
を
減
ぜ
ら
れ
、
の
り
て
鋼
せ
ら
る
こ
と
終
身
。

(大
康
六
年
、

乙
辛
の
失
脚
後
、
後
の
天
酢
帝
が
梁
王
に
封
ぜ
ら
れ
る
際
に
同
日
に
南
院
大
王
に
任
命
さ
れ
て
後
、
栄
達
へ
向
か
う
。

一
O
八
六
)二一
月
庚
寅
、
封
皇
孫
延
一
時
矯
梁
王
、
忠
順
軍
節
度
使
耶
律
頗
特
南
院
大
王
:
:
:

24一

耶
律
頗
的
は
、

こ
こ
で
、
こ
の
交
渉
に
関
わ
っ
た
人
物
の
う
ち
、
墓
誌
銘
の
出
土
が
あ
り
最
も
経
歴
が
明
ら
か
で
あ
る
梁
援
を
紹
介
し
た
い
。
彼
は
、
遁
宗

(

白

山

)

か
ら
天
酢
期
の
人
。
そ
の
墓
誌
銘
は
孟
初
の
奉
勅
撲
で
あ
る
。
彼
は
、
『
遼
史
」
な
ど
に
も
そ
の
名
が
見
え
る
も
の
の
、

こ
の
墓
誌
銘
で
は
じ

め
て
そ
の
事
跡
が
は
っ
き
り
す
る
。
彼
は
そ
の
名
は
漢
人
で
あ
る
が
、
組
先
の

一
人

(父
の
母
の
父
)
に
刑
王
耶
律
氏
な
る
人
聞
を
持
つ
。
刑

(
M
m
)
 

王
の
格
競
を
持
つ
人
物
は
、
現
在
確
認
で
き
る
限
り
で
は
耶
律
遁
隠
の
み
で
あ
る
。
遁
隠
は
、
阿
保
機
の
息
子
東
丹
王
の
息
子
、
す
な
わ
ち
世

{一ホの
弟
で
あ
る
。
そ
の
血
を
引
く
彼
は
、
比
較
的
皇
帝
一
族
に
近
い
人
物
と
い
え
よ
う
。

そ
の
梁
援
で
あ
る
が
、
墓
誌
銘
に
よ
れ
ば
、
彼
も
ま
た
命
を
賭
し
て
乙
辛
と
釘
立
し
た
皇
太
子
振
と
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

通
々
賊
臣
耶
律
英
弼
等
の
、
東
宮
の
英
断
を
畏
れ
、
巧
言
を
摩
し
て
以

っ
て
之
を
構
え
る
に
値
し
、
公
死
を
冒
し
て
上
奏
せ
ん
と
欲
し
、



潜
か
に
二
書
を
作
り
、

一
は
以
っ
て
父
母
に
致
し
、

一
は
以
っ
て
子
孫
に
示
し
、
史
館
の
印
を
用
い
て
之
を
識
す
。
:
・

そ
し
て
乙
辛
の
失
脚
後
出
世
し
た
彼
は
知
植
密
院
事
に
ま
で
い
た
り
、
奉
勅
で
墓
誌
銘
が
量
一
回
か
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
交
渉
に
関
係
し
た
人
物
に
つ
い
て
そ
の
後
を
調
査
し
た
。
そ
の
結
果
、
確
認
で
き
る
範
固
で
皇
太
子
汲

・
乙
辛
汲
と
二
分
し
て
考
え

(
回
開
)

る
な
ら
ば
、
皇
太
子
抵
の
色
彩
が
色
濃
い
。
す
る
と
こ
の
交
渉
は
、
皇
太
子
が
賓
穫
を
握
ろ
う
と
す
る
時
期
に
お
け
る
一
つ
の
デ
モ
ン
ス
ト

レ
l
シ
ヨ
ン
で
あ
っ
た
可
能
性
が
浮
上
す
る
。

以
下
は
幾
分
想
像
に
渉
る
。
前
節
で
の
検
討
か
ら
、

キ
タ
イ
の
部
族
と
い
う
も
の
は
相
富
濁
立
性
の
高
い
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
特
に

有
力
部
族
は
軍
事
力
も
保
持
し
、

一
定
の
権
威
も
持
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
前
提
の
も
と
、
巌
書
も
そ
の
主
要
人
物
の

一
員
で
あ

っ
た

皇
太
子
汲
が
、
遊
牧
勢
力
を
そ
の
中
核
と
す
る
キ
タ
イ
政
権
の
掌
握
の
た
め
に
、
代
北
の
地
の
確
保
と
い
う
彼
の
出
身
部
族
の
利
盆
、
逆
に
言

〈

ω)

え
ば
代
表
的
有
力
部
族
の
協
力
の
取
り
付
け
に
も
か
ら
ん
で
仕
掛
け
た
の
が
こ
の
交
渉
で
あ
っ
た
と
は
見
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
勿
論
、
宋
か

賓
は
宋
側
に
も
(
『長
編
』
巻
二
六
三
回
…寧
八
年

一O
七
五

間
四
月
丙
申
)

- 25-

ら
譲
歩
を
引
き
出
す
こ
と
に
よ
る
贋
い
ア
ピ
ー
ル
数
果
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。

安
石
田
く
、

:
:
:
然
れ
ど
も
遅
探
屡
々
云
う
、
契
丹
園
を
惇
え
て
耶
律
溶
に
輿
え
ん
と
欲
す
、
溶
好
く
殺
し
更
事
せ
ず
、
恐
ら
く
は
其
の

園
の
干
賞
踊
利
の
臣
の
誘
う
所
と
矯
り
、
或
い
は
妄
り
に
遺
隙
を
生
ぜ
ん
、
戒
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
宜
し
く
早
に
之
が
備
を
矯
す
べ
し
、

と

と
あ
り
、

(
九
)

キ
タ
イ
の
圏
内
事
情
、
そ
し
て
皇
太
子
に
ま
つ
わ
っ

て
遣
事
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
あ
っ

た
。
傍
誼
と
し
て
こ
の

記
事
を
奉
げ
、
論
を
終
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

お

わ

り

625 

以
上
連
べ
来
た
っ
た
こ
と
を
筒
翠
に
ま
と
め
た
い
。
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一
般
に
宋
側
の
観
黙
か
ら
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
地
界
交
渉
だ
が
、

る
と
思
わ
れ
る
。

長
期
的
に
は
、
禁
地
に
封
す
る
キ
タ
イ
と
宋
の
認
識
の
ず
れ
を
背
景
に
、

と
が
原
因
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

キ
タ
イ
か
ら
見
て
そ
の
琵
生
の
原
因
を
探
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
言
え

キ
タ
イ
が
宋
の
禁
地

へ
の
再
進
出
の
進
行
を
不
法
と
み
な
し
た
こ

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
短
期
的
に
は
、

キ
タ
イ
が
宋
の
針
外

・
軍
事
政
策
に
歴
力
を
か
け
た
と
い
う
だ
け
で
は
説
明
で
き
ず
、

キ
タ
イ
内

部
の
部
抜
関
係
や
嘗
時
の
政
治
状
況
か
ら
宋
に
封
し
て
領
土
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
が
お
お
ま
か
で
は
あ
る
が
本
稿
の
結
論
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
は
キ
タ
イ
の
視
結
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
キ
タ
イ
側
の
言

い
分
が

一
方
的
に
正
し
い
な
ど
と
い
う
つ
も
り
は
毛

頭
無
い
こ
と
を
最
後
に
附
言
し
て
お
く
。

註(
1
)

増
幣
交
渉
に
閲
し
て
は
陶
凪
回
生

「北
宋
慶
暦
改
革
前
後
的
外
交
政

策」

(『
宋
遼
闘
係
史
研
究
』
聯
経
出
版
事
業
公
司

一
九
八
四
初
出

一
九
七
五
)
が
代
表
的
で
あ
る
。
こ
の
交
渉
は
概
略
と
し
て
、
閥
南

の
地
を
要
求
し
た
キ
タ
イ
は
、
そ
の
断
念
と
引
き
換
え
に
歳
幣
の
増

額
と
地
位
の
上
昇
を
勝
ち
と

っ
た
、
と
い
え
よ
う
。

(
2
)

こ
の
交
渉
の
概
要
は

E
E臼匂
2
2

叶
E
N
0
・
」

z
t白0
・ω
E四

∞O
込め
『
(V
O

E

一
-
2
0
ご
O

ニ
吋
m
j
b
R
N
a
b
g
』向。諸問。
r
n
p
君
。
一{'

m
E
d
m
切
ω
Z
O
『
巾
牛
司
S
ロロ

ω
Z
5
巾
『
-
叩
吋
匂
家
P

昭…
。

(3
)

陶
督
生
「
王
安
石
的
針
遼
外
交
政
策
」
(『宋
遼
関
係
史
研
究
』
聯

経
出
版
事
業
公
司

一
九
八
四

初
出

一
九
七
五
)
・
李
之
勤
「
照
寧

- 26一

年
開
宋
遼
河
東
透
界
交
渉
研
究
|
|
王
{
安
女
石
楽
地
数
百
里
説
質
疑
」

(2『西
北
史
地
研
究
』
中
州
士古口籍
出
版
祉
一
九
九
四
所
耐
収
帆
初
出

一

九
八

O
)γ
.張
雅
琴
「
沈
括
血
奥
(宋
遼
董
界
交
沙
」

(『
史
鐸
』

一二一二

一

一
九
七
五

)γ.藍
克
利

(の
7

『コ5戸z凹

論揖婦州
|

|
一
(OU
七
五
年
的
宋
遼
透
界
談
刈」

(『師
慶旋訓統肌瑚部邸庚銘
先
生
九

十
筆
誕
論
文
集
』
河北品数脱
育
出
版
枇

一
九
九
七
所
牧

)γ.(のυr
吋コ-∞門
E】戸印
ロ

「白円口ヨ吋=戸
。
戸z

』

H
D
C
H
e
z
O
巾O
四
円白
百)}戸〕
有
印口仏日
U
O
E

門戸
円印

叶「
巾
-
O
吋
印
口
広
司
戸戸市

白『
O
C
円
手
巾

ωo口
問。「
5
0

∞O
『門日
2
3
(ub
S
A
M
E
N丸
岡
2
2
2同』
F
2
3

旬
。
、
与
号
、
FAM
H
g
h
b
¥
h
r
o
h
b
p
N
1
2
g官

、
口丘町旬
、
NO
S
h
。
邑
与

の吉村町
民、、し
てω
何
門
日
『
可
ω白
『】目
。
ロ
白
『
コロ
m
y
C
C
M
白ロ
ι
HN
o
ι
ω
2
n
r
力
F

白r
d
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出血円『白目印

0
3円

N
L
S吋
「
白
ヨ
O

己『
O
己
同
の
論
考
は
沈
括
を
主
題
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
ほ
か
に
朱
斯
白
「
王
安
石
輿
宋
遼
之
重
界

交
渉
」
(
牽
湾
大
祭
拳
士
論
文
一
九
五
三
)
も
あ
る
よ
う
だ
が
、

知
人
を
介
し
て
塞
湾
大
事
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
所
在
不
明
と
の

こ
と
で
あ
り
、
未
見
。

(
4
)

な
お
先
行
研
究
の
う
ち
陶
菅
生

「宋
遼
漫
界
交
渉
的
問
題
」(「
中

圏
民
族
史
研
究
」
四
輯
改
革
出
版
社
一
九
九
二
)
は
、
商
閣
を

備
隊
す
る
よ
う
な
視
結
で
か
か
れ
て
お
り
、
特
に
地
界
交
渉
へ
至
る

経
緯
の
絞
遮
は
本
稿
の
関
心
と
も
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、

影
響
を

受
け
た
。

(
5
)

成
薙
八
年
、
改
彰
図
軍
節
度
使
。
上
機
大
牢
古
山
、
頗
的
謁
子
行

{
呂
。
帝
問
透
事
、
針
目
、

「
自
感
州
南
境
至
天
池
、
皆
我
耕
牧
之
地
。

清
寧
問
、
直
理
終
不
護
、
篤
宋
所
侵
、
燦
根
内
移
、
似
非
所
{
且
。
」
遁

宗
然
之
。
奔
北
面
林
牙
。
後
遺
人
使
宋
、
得
其
侵
地
、
命
頗
的
往
定

彊
界
。
還
、
斧
南
院
宣
徽
使
。

大
牢
固
山
は
後
に
も
鰐
れ
る
が
、
代
北
の
地
の
山
で
あ
る
。

巻
二
三
遁
宗
本
紀
三
に
よ
れ
ば
、
西
京
方
面
に
幸
し
た
の
は
成
薙

の
九
年
の
こ
と
で
あ
る
。
陶
耳
目
生

「宋
遼
透
界
交
渉
的
問
題
」
は
こ

れ
を
治
平
二
年
(
一

O
六
五
)
の
こ
と
と
す
る
が
不
可
解
で
あ
る
。

(
6
)

大
康
二
年
、
遷
知
北
院
植
密
副
使
。
三
年
、
経
董
西
南
透
天
池
奮

童
、
立
俊
一
砦
、
正
彊
界
、
刻
石
而
還
、
震
漢
人
行
{
呂
都
部
署
。

(
7
)

曾
宋
求
天
池
之
地
、
詔
迂
魯
粂
統
雨
皮
室
軍
、
屯
太
牢
古
山
以
備

之
。
大
康
初
、
・

皮
室
軍
と
は
、
『
遼
史
』
巻
三
五
兵
衛
士
心
中
に
よ
れ
ば
、
御
帳
親

軍
す
な
わ
ち
皇
帝
の
軍
隊
で
あ
る
。

(
8
)

成
薙
十
年
、
経
略
西
南
透
、
撒
宋
隻
障
、
戊
以
皮
室
、
上
嘉
之
。

(
9
)

大
康
元
年
、
提
勃
大
理
寺
。
因
館
伴
能
以
語
解
屈
宋
人
、
超
奔
翰

林
拳
士
。
子
時
宋
園
以
故
壌
蹄
於
我
、
詔
撰
天
池
榊
堂
之
碑
。

梁
援
墓
誌
銘
は
、
護
掘
簡
報
と
し
て
鳴
永
謙
「
遼
代
梁
媛
墓
誌

考」

(『
北
方
文
物
」
一
九
八
六
1

二
)
、
拓
本
鶏
糞
が
王
綿
厚
・
王

海
洋
主
編

『遼
寧
省
博
物
館
墓
誌
精
粋
」

中
数
出
版
二
0
0
0、
注

穆
が
向
南

『遼
代
石
刻
文
編
』
河
北
教
育
出
版
枇

一
九
九
五
が
あ
る
。

(叩
)

前

回
正
名
『
平
城
の
歴
史
地
理
的
学
的
研
究
』
(
風
間
書
房
一

九

七
九
)
第
一
章
第
四
節
に
記
述
が
あ
る
。

(
日
)
『
長
編
』
巻
一
一
六
一
配
…
寧
八
年
(
一
O
七
五
)
三
月
辛
酉
の
注
に

引
く
沈
括
の

『入
園
奏
請
並
別
銭
」
に
よ
れ
ば
、

蔚
州
が
東
西
七
里

以
上
、
感
州
が
南
北
約
十
七
人
里
、
朔
州
が
南
北
約
三
十
里
武
州
が

南
北
十
里
以
上
で
あ
る
。

(
ロ
)
『
長
編
』
巻
二
六
五
照
寧
八
年
六
月
壬
子
に
「
涼
一
合
賞
鬼
以
天
池

請
。
」
と
あ
る
。

(日
)
頴
又
云
、
「
天
池
子
銃
是
南
朝
地
土
、
自
来
日
鋪
在
甚
慮
、

因
甚

直
至
蘇
鈴
轄
時
、
方
始
移
鏑
子
向
北
下
安
置
。
」

皇
帝
又
云
、
「
天
池
本
固定
北
朝
地
土
、
昨
因
蘇
鈴
轄
等
強
来
侵
占、

今
来
只
要
依
奮
。
」

(
M
)

頴
云
、
「
既
是
南
朝
地
界
、
因
何
乙
室
王
及
北
界

一
百
部
族
、
在

彼
佐
坐
放
馬
中
十
年
有
鈴
、
無
人
後
遺
。
」

押
宴
耶
律
最
令
高
思
裕
云
、
「
天
池
子
自
来
乙
室
王
在
彼
下
帳
、

若
是
南
朝
地
土
、
何
故
乙
室
王
在
彼
佳
坐
。」

な
お
、
乙
室
部
は
キ
タ
イ
の
代
表
的
部
族
の

一
で
あ
る
。
詳
細
は

後
述
。
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(
日
)
頴
又
云
、
「
天
池
地
分
自
鹿
北
界
顕
然
。
若
天
池
紳
堂
不
鹿
北
界
、

因
何
却
是
北
界
行
牒
修
葺
。
」

穎
云
、
「既
是土問
朝
地
土
、
因
甚
却
要
北
朝
行
牒
修
葺
。」

(
日
)

金
成
肇

「
宋
代
園
境
問
題
の
基
本
性
格
と
園
境
の
諸
相
」

(『
宋
代

の
西
北
問
題
と
異
民
族
政
策
』
汲
古
書
院
二

O
O
O
)。
園
境
研
究

と
し
て
は
他
に
松
井
等
「
宋
釘
契
丹
の
戦
略
地
理」

(
『
満
鮮
地
理
歴

史
研
究
報
告
』
四

一
九

一
八
)
・
同

「
契
丹
に
針
す
る
北
宋
の
配

兵
要
領
」
(
『尚
鮮
地
理
歴
史
研
究
報
告
』
七

一
九
二
O
)
が
あ
る
。

(
口
)

故
相
続
公
籍
鋲
井
門
、
停
公
継
知
析
州
。
契
丹
請
天
池
廟
以
矯
故

積
、
久
不
決
。
腕
公
委
公
往
議
。
公
於
故
臆
得
興
圏
中
契
丹
移
文
天

池
鯨
、
日
盗
犯
天
池
廟
有
感
、
以
岡崎
南
朝
地
、
未
敢
捜
修
。
公
以
示

腕
公
、
腕
公
喜
命
公
白
筋
報
命
、
虜
逐
伏
。

(
問
)

先
是
、
滋
美
帥
河
束
、
避
冠
紗
篤
己
累
、

令
民
内
徒、

穴
エ塞
下
不

耕
、
競
禁
地
、
而
折

・
代
州
・

寧
化
・
火
山
軍
凝
田
甚
底
。

な
お
金

(
註
凶
書
)
は
、
こ
れ
を

『名
臣
碑
傍
碗
攻
集
』
潜
武
恵

公
美
傍
の
「
俄
受
詔
遜
四
州
之
民
子
内
地
」
と
い
う
記
述
か
ら
九
八

五
年
に
比
定
す
る
が
、
こ
の
四
州
は

『長
編
』
巻
二
七
薙
照
四
年

(九
八
七
)
八
月
に
「
初
徒
雲

・
朔
・
嚢
・
感
四
州
民
。
詔
滋
美

・

楊
業
位
一
寸
以
所
部
兵
護
迭
之
。」
と
あ
る
キ
タ
イ
の
中
の
四
州
と
見
る

べ
き
で
あ
り
、
こ
の
史
料
に
よ

っ
て
時
間
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き

な
し
。

(
刊日
)

曾
宋
柏
村
滋
美
率
兵
分
遁
来
侵
。
:
:
:
自
是
皐
古
奥
溢
美
各
{寸
塗
約
、

無
相
俊
験
、
民
獲
安
業
。

(
初
)

令
率
化
軍
茸
天
池
紳
堂
。
北
界
歳
違
使

一
杷
、
至
是
類
把
、
北
界

請
加
繕
治
故
也
。

(
幻
)

「
乞
減
配
賓
銀
五
高
爾
朕
」
(
『欧
陽
文
忠
公
集
」
巻

一一

五
河
東

奉
使
奏
草
)

(幻
)

欧
陽
惰
奉
使
河
東
、

還
言
、
「河
東
之
患
、
在
蓋
禁
縁
溢
之
地
。

:
:
今
率
化
箪
天
池
之
側
、
杜
思
結
束
等
人
又
争
侵
地
二
三
十
里

0

・
・今
回
州
軍
地
可
二
三
官
同
頃
、
若
蓋
耕
之
、

則
歳
可
得
三
五
百
高

石
。」

(お
)

註
(
初
)と
同
僚
。

(μ
)
前
掲
金

「
宋
代
図
境
問
題
の
基
本
性
格
と
園
境
の
諸
相
」
に
も
指

摘
あ
り
。

(
お
)
寧
化
軍
天
池
額
懸
廟
在
禁
地
中
、
久
不
葺
、

契
丹
冒
有
之
。
埼
遣

鈴
轄
蘇
安
静
抵
境
上
、
召
其
曾
豪
議
日、

「爾
嘗
求
我
修
池
紳
廟
、

得
爾
園
移
文
固
在
、
今
局
筋
見
侵
也
。」
契
丹
無
以
封
、
涼
一蹄
我
冷

回
。
~
ヰ
サ
J
O

E
ヌ
'不
ι

(
M
ω
)

諒一奏
代
州
・

率
化
箪
{
且
如
苛
嵐
箪
例
、
隔
北
界
十
里
第
禁
地
、
鈴

則
募
弓
箭
手
居
之
。

(幻
)
た
だ
し
、
韓
埼
は
間
も
な
く
任
地
が
愛
わ
つ
の
で
、

{貰
際
に
纏
綴

し
た
の
は
富
弼
で
あ
る
。
同
註

(n
)

(
お
)

代
北
界
天
池
、
止
荒
遠
、
巡
候
不
至
、
滋
美
節
度
河
東
、
新
廟
舎
、

作
碑
記、

歳
遣
府
伴
紀
之
、

出
十
常
俸
行
、
後
寛
罷
之
。
契
丹
始
至
室

易
記
、
久
之
来
議
界、

奉
知
其
然
、

而
莫
能
奪
也
。

巻
三
に
も
同
様
の
記
事
あ
り
。

溢
美
骨周
井
帥
、
代
之
北
都
山
有
天
池
吾
川
、
歳
透
過
剣
祭
之
、

其
後

慢
遠
而
罷
。
久
之
、
契
丹
遣
祭
耳局
、
又
易
其
屋
記
。
至
照
寧
中
、
始

有
其
地
、
九
数
歳
、
雨
使
往
来
、
卒
不
能
緋
而
輿
之
。

い
ず
れ
も
叢
書
集
成
本
に
よ
る
。
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(
m
U
)

庖
等
言
、
武
陽
察
・
天
池
廟
侵
北
界
。
:
:
:
天
池
廟
鷹
市
苧
化
軍
横

嶺
鋪
。
慶
暦
中
、
北
界
耕
戸
社
思
祭
侵
入
冷
泉
村
、
近
亦
有
石
峯
篤

表
。
乃
詔
館
伴
使
王
沫
以
園
及
本
末
論
庖
等
。

(
鈎
)
後
公
篤
植
密
使
、
使
人
粛
雇

・
呉
湛
来
、
以
僻
受
舘
伴
使
張
昇
日
、

「
南
北
地
界
多
相
冒
、
如
責
鬼
山
則
可
、
今
己
置
不
錦
、
願
後
謹
封

略
。
」
昇
欲
勿
受
、
公
日
、
「
虜
辞
服
失
。
受
之
勿
失
、
異
時
或
有
地

界
骨
周
手
端
、
此
得
以
矯
据
。」
昇
受
之
。

こ
の
ほ
か
『
入
園
別
銭
」
に
よ
れ
ば
沈
括
の
設
言
と
し
て
、

骨国時
粛
庖
呉
湛
難
是
口
傍
聖
旨
来
、
縁
南
朝
却
有
聖
旨
剖
子
、
坐

著
粛
庖
呉
湛
言
語
、
己
指
揮
各
守
地
界
、
亦
請
北
朝
依
此
指
揮
、
遺

臣
不
得
有
侵
越
。
此
剤
子
是
斎
雇
呉
湛
自
粛
因
。
粂
北
朝
己
有
行
遺

文
字
到
漫
上
、
透
上
各
曾
有
公
文
照
舎
、
忽
生
議
得
。

晶
束
事
刺
庖
呉
湛
図
信
来
時
、
有
北
朝
聖
旨
。
翁
今
来
巳
指
立
蜂
重
、

標
梓
開
扱
壕
輩
、
興
功
建
立
鏑
黍
、
即
且
依
蓄
、
北
朝
百
姓
也
且
数

依
奮
、
各
更
不
侵
占
。

と
事
情
が
比
較
的
詳
細
に
述
べ
ら
れ
る
。
な
お
粛
庖
・
呉
湛
が
来

た
の
は
嘉
一
斑
の
二
年
で
あ
る
。

(
訂
)

『宋
舎
要
』
蕃
夷
二
|
一
一

O

(
治
卒
)
二
年
三
月
、
知
代
州
劉
永
年
言
、
「
梅
週

・
瓶
形
爾
築

地
土
水
泉
篤
契
丹
置
鋪
侵
援
、
数
喰
未
襲
。
望
許
臣
量
出
兵
馬
示
必

争
之
勢
」。
詔
令
経
略
安
撫
司
聡
地
分
巡
検
城
秦
使
臣
、
常
行
規
拒

止
之
。
是
月
代
州
言
、
「
契
丹
侵
西
径
築
地
、
殺
守
兵
三
人
。」
苛
嵐

軍
又
言
、
「
契
丹
争
一
脚
林
鳩
等
地
界
、
殺
弓
箭
手
二
人
。
」
詔
河
東
経

略
司
、
令
雄
州
牒
添
州
禁
止
。
四
月
、
太
原
府
代
州
管
内
鈴
銘
専
管

麟
府
軍
馬
王
慶
民
輿
契
丹
議
董
牧
羊
峯
地
、
以
様
泉
堆
鮮
板
議
筋
界
、

賞
蕃
漢
柏
村
吏
有
差
。

(
幻
)

『宋
曾
要
』
蕃
夷
二

二
O

館
伴
契
丹
使
鴻
京
等
言
、
契
丹
使
牒
構
、
南
界
侵
大
池
等
庭
地
、

請
以
問
。

「
大
池
」
は
、
代
州
・
苛
嵐
軍

・
府
州
が
登
場
す
る

一
方
で
寧
化

軍
が
出
て
こ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
見
て

「天
池
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
文
淵
閤
四
庫
全
書
本
『
宋
史
』
沈
括
惇
も
「
天
池
」
を

「大
池
」
に
作
る
。
た
だ
し
、

『水
経
注
』
巻

一
三
深
水
に
お
い
て

天
池
は
「
大
池
」
と
も
さ
れ
て
お
り
、

誤
り
で
は
な
く
大
池
H
天
池

と
み
な
す
絵
地
も
あ
る
。

(
お
)
詔
以
知
太
原
府
劉
庫
所
根
括
折

・
麟
州
・
率
化
軍
可
耕
地
、
招
致

弓
箭
手
。

(
鈍
)
韓
埼
が
筆
頭
と
し
て
あ
げ
て
い
る
高
麗
問
題
に
つ
い
て
の
み
批
剣

を
加
え
て
お
き
た
い
。
照
寧
年
間
に
お
い
て
宋
麗
関
係
は
、
高
麗
か

ら
の
一
方
的
な
使
節
の
汲
遣
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
洞
宗
は
、
数
年
後

の
元
笠
元
年
(
一

O
七
八
)
に
正
式
の
使
節
を
高
麗
に
汲
遣
し
て
い

る
。
高
麗
と
の
関
係
が
本
賞
に
キ
タ
イ
を
高
度
に
刺
激
す
る
も
の
で

あ
っ
た
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
行
動
は
取
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
後
に

蘇
轍
は
む
し
ろ
逆
に
、
高
麗
の
使
節
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
キ
タ
イ

の
ス
パ
イ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
と
な
る
と
い
う
見
解
を
示
す
こ
と
と

な
る
。(「
長
編
』
巻
四
八

一
元
結
八
年

一
O
九一
一一

一
一月
辛
亥
)

(
お
)

『長
編
』

巻
二
五
一
県
寧
七
年

(
一
O
七
四
)
三
月
丙
辰

先
是
、

執
政
多
以
篤
粛
鵡
来
、
必
復
求
開
南
地
。

『長
編
』

巻
二
六
一
照
寧
八
年

(
一
O
七
五
)
三
月
己
酉

(
呂
)
大
忠
進
日
、
「
敵
他
日
若
遣
貌
王
英
弼
来
蓋
索
開
南
地
、
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陛
下
将
欲
従
之
乎
。
」

(
幻
)

前
掲
陶
「
王
安
石
的
封
遼
外
交
政
策
」

(
お
)

南
京
留
守
に
は
皇
太
弟
ク
ラ
ス
の
人
物
の
就
任
が
多
い
。

(
ぬ
)

遊
牧
民
と
代
北
の
地
と
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
前
田
正
名

『卒
城

の
歴
史
地
理
準
的
研
究
』
風
間
書
房

一
九
七
九

・
森
部
豊
二

O
O二

年
度
東
洋
史
研
究
大
曾
レ
ジ
ュ
メ
を
参
照
。

(ω
)
火
山
・
寧
化
之
問
、
山
林
院
官園
、
財
用
之
薮
也
。
自
荷
葉

・
平

麗

・
牙
山

・
雲
山

一
帯
、
直
走
瓦
客
場
、
南
北
百
絵
里
、
東
西
五
十

里
、
材
木
薪
炭
、
足
以
供
一
路
、
契
鹿
維
兎
、
足
以
飽
数
州
。
雲
山

有
廟
、
河
東
一
路
、
牲
幣
所
走
、
今
亦
篤
夷
鬼
失
。
人
紳
共
怒
、
皆

緩
之
罪
。
中
園
従
来
授
犯
卓
望
形
勢
之
地
、
如
五
蕃
嶺

・
六
蕃
嶺

・

七
蕃
嶺

・
黄
鬼
山
之
類
、
今
些
自
第
敵
地
、
下
-胡析

・
代
、
人
馬
可
数
。

異
時
用
精
兵
数
十
寓
人
、
未
易
復
取
、
而
用
兵
之
策
、
誰
能
復
議
。

(
引
)

北
主
以
今
歳
至
西
京
益
透
打
園
、
去
代
州
透
境
止
十
里
至
五
七
里
。

・:配
…寧

・
元
盟
中
亦
嘗
於
此
打
図。

(
位
)
島
田
正
郎
「
遼
朝
枇
曾
史
研
究
』
(
三
和
書
房

一
九
五
二
)
第
一

部
制
度
編
第
一
章
部
族

・
同
「
遼
代
に
お
け
る
柔
」
(
『
遼
朝
史
の
研

究
』
創
文
枇

一
九
七
九
所
牧
初
出
一
九
四
二
)
・
高
井
康
典
行

「
遼
朝
の
部
族
制
度
と
采
六
部
の
改
組
」
(
『
史
観
』
=
ニ
七
一
九

九
七
)
・
武
田
和
哉
「
遼
朝
の
北
院
大
王
・
南
院
大
王
に
つ
い
て
」

(『立
命
館
史
皐
』
一

O

一
九
八
九
)

(
円相
)
倍
術
志
の
五
院
部
の
僚
に
「
其
先
盆
古
、
凡
六
管
。
阻
午
可
汗
時
、

血パ弟
撒
里
本
領
、
之
、
日
迭
刺
部
。」

と
あ
る
。

(
似
)

大
部
族
が
属
さ
な
い
貼
は
、
前
掲
島
田

『遼
朝
枇
曾
史
研
究
』
に

指
摘
が
あ
る
。

(
川町)

西
南
面
安
撫
使
が
現
在
の
河
北
省
に
あ
た
る
易
州
方
面
で
あ
る
の

に
封
し
、
西
南
面
招
討
使
は
フ
フ
ホ
ト
方
面
で
あ
る
。

(
必
)
乙
室
王
府
亦
掌
契
丹
兵
。
然
梢
卑
失
。

其
有
居
雁
門
之
北
。
似
是

契
丹
別
族
。

(
U
)

位
置
に
就
い
て
は
前
掲
島
田

『遼
朝
祉
舎
史
研
究
』
・
前
掲
高
井

「遼
靭
の
部
族
制
度
と
采
六
部
の
改
組
」
に
も
指
摘
が
あ
る
。

(
必
)
前
掲
島
田

『遼
朝
祉
曾
史
研
究
』

(ω
)
前
掲
高
井
「
遼
朝
の
部
族
制
度
と
柔
六
部
の
改
組
」
は
、

部
族
統

治
が
比
較
的
間
接
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
設
す
る
。
筆
者
も

こ
の
方
向
性
を
共
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
印
)
「
契
丹
百
円
E
部
族
制
の
静
態
的
機
園
」

(『
愛
宕
松
男
東
洋
史
筆

論
集
』
三
一
一
一
一
書
房
一
九
九
O
)
契
丹
自

E
部
族
制
の
研
究
」

(『東
北
大
向
晶
子
文
撃
部
研
究
年
報
」
一一
一
一

九
五
二
)
を
改
題

(日
)

武
田
和
哉
「
遼
朝
の
粛
姓
と
園
男
族
の
構
造
」
(『
立
命
館
文
拳
』

五
三
七

一

九
九
四
)

(臼
)

胡
人
従
行
之
兵
、
取
宗
室
中
最
親
信
者
負
行
宮
都
部
署
以
主
之
。

其
兵
皆
取
於
南
北
王
府

・
十
宮
院
人
充
之
。

不
在
此
籍
、
即
腐
十
{
呂
院
及
南
北
王
府
失
。

「
十
」
の
字
は
蹟
東
叢
書
本
で
は
「
千
」
だ
が
、

『遼
史
拾
遺
』

忠告

二
ニ
兵
制
に
引
く
同
僚
で
は
「
十
」
と
な

っ
て
い
る
。
「
千
」

で

は
意
味
が
通
じ
な
い
の
で
、
「十」

と
す
べ
き
で
あ
る
。

(
日
)
漆
侠
「
従
釘
《
遼
史
》
列
惇
的
分
析
看
遼
園
家
穏
制
」
(
『探
知

集」

河
北
大
祭
出
版
社

一
九
九
九
所
収
初
出

一
九
九
四
)

(M
)

前
掲
武
田
「
遼
朝
の
北
院
大
王

・
南
院
大
王
に
つ
い
て
」
な
お
橿

密
院
に
関
し
て
は
近
年
武
田
和
哉
「
契
丹
園

(
遼
朝
)
の
北

・
南
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植
密
使
制
度
と
南
北
二
重
官
制
に
つ
い
て
」
(
『
立
命
館
東
洋
史
拳
』

第
二
四
競
二

O
O
こ
が
あ
る
。
宰
相
に
閲
し
て
は
島
田

『遼
朝

官
制
の
研
究
』
(創
文
枇
一
九
七
八
)
第
一
章
「
宰
相
府
」

(初
出
一

九
六
七
)
が
な
お
力
を
持
つ
。

(
日
)
前
掲
武
田

「契
丹
園

(遼
朝
)
の
北

・
南
極
密
使
制
度
と
南
北
二

重
官
制
に
つ
い
て
」

(
日
)

前
掲
武
田

「遼
朝
の
北
院
大
王

・
南
院
大
王
に
つ
い
て
」

(
幻
)
近
年
、

武
田
和
哉
「
契
丹
圏

(遼
朝
)
遁
宗
朝
の
政
治
史
に
閥
す

る
一
髪
桑
l
l
!慶
陵
出
土
の
皇
后
哀
般
の
再
検
討
|
|
」

(『立
命
館

考
古
拳
論
集
田
』
立
命
館
大
事
考
古
挙
論
集
刊
行
舎
二

O
O
三
所

収
)
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
こ
の
争
い
に
は
皇
太
子
の
釣
抗
馬
と
し
て
従
弟
耶
律
淳
の
影
が
見

え
る
。
嘗
然
、
有
力
者
た
る
そ
の
父
も
関
係
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ

る
。
賓
は
、
乙
辛
と
い
う
よ
り
も
皇
族
内
部
で
の
争
い
と
い
う
可
能

性
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
天
昨
朝
に
お
い
て
も

一
定
の
勢
力
を
持
ち
績

け
る
淳

一
族
を
正
面
か
ら
悪
く
書
く
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
乙
辛
が

い
わ
ば
ス
ケ
l
プ
ゴ

l
ト
と
な
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

(印
)

島
田
の
表
に
よ
れ
ば
、
皇
太
子
の
再
生
穫
は
は
じ
め
て
。
そ
れ
以

前
は
皇
太
后
と
皇
帝
が
ほ
ぼ
す
べ
て
で
あ
る
。
(
「
契
丹
の
一再
生
雄」

『遼
靭
史
の
研
究
』
創
文
社
一
九
七
九
所
収
初
出
一
九
五

一
)

(印
)

『遼
史
』
巻
三
人
地
理
志
二
の
乾
州
・
額
州
の
僚
参
照
。

(
日
)

『遼
史
』
巻
七
二
宗
室
列
傍
参
照
。

(
臼
)
鐸
慮
斡
素
奥
粛
巌
欝
善
、
謹
以
罪
、
議
成
西
北
部
。
坐
皇
太
子
事
、

特
恩
減
死
、
の
鋼
終
身
。

631 

(
臼
)
梁
王
は
、

聖

・
輿

・
這
宗
及
び
皇
太
子
が
い
ず
れ
も
幼
少
時
に
封

じ
ら
れ
た
稽
競
で
あ
る
。

(
似
)
本
停
の
記
述
と
一
致
す
る
の
で
、

頗
的
と
同

一
人
物
で
あ
る
。

(
日
)
孟
初
に
閲
し
て
は
陳
述
輯
校

「全
遼
文
』
(
中
華
番
局

一
九
八
二
)

四
O
五
頁
参
照
。

(伺
)
前
掲

『遼
代
石
刻
文
編
』
参
照
。

(
切
)

遁
値
賊
臣
耶
律
英
弼
等
。
畏
東
宮
之
英
断
、
臨
時
巧
言
以
構
之
。
公

欲
冒
死
上
奏
、
滑
作
二
書
、

一
以
致
父
母
、

一
以
示
子
孫
、
用
史
館

印
識
之。
•
•• 

(
印
)
こ
の
時
期
、
な
お
乙
辛
も
高
位
に
あ
る
の
で
、
蛍
局
者
が
皇
太
子

汲
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
携
わ

っ
て
い
た
の
も
皇
太
子
汲
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
な
い
。
な
お
、
粛
韓
家
は
、
油
開
自
慢
が
短
い
上
に
ま
も
な

く
死
去
し
て
い
る
た
め
、
何
と
も
い
い
が
た
い
。

(
印
)

現
炊
の
史
料
で
は
、
突
呂
不
部
の
鷲
速
撒
、
格
特
部
の
粛
惟
信

(
巻
九
六
に
傍
)、

口
同
部
の
耶
律
引
吉
(
巻
九
七
に
傍
)
と
そ
の
他

の
部
族
出
身
者
も
反
乙
辛
的
で
あ
る
。
銃
述
の
ご
と
く
、

『遼
史
」

の
列
傍
に
お
い
て
、
五
六
院
部
以
外
の
出
身
者
は
少
な
い
。
に
も
開

ら
ず
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
の
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

(
初
)
安
石
臼
、
:
:
:
然
透
探
屡
云
、
契
丹
欲
惇
図
輿
耶
律
溶
、
溶
好
殺
、

不
更
事
、

恐
矯
其
圏
干
賞
路
利
之
臣
所
誘
、
或
妄
生
漫
隙
、
不
可
不

戒、

{且
早
篤
之
備
。

(
九
)

『入
園
別
録
』
の
王
純
の
献
に
は
皇
帝
と
皇
子
が
登
場
す
る
。

遁

宗
に
は

一
子
の
み
で
あ
り
、
皇
太
子
が
直
接
交
渉
に
携
わ

っ
て
い
た

可
能
性
も
あ
る
。
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ＡCONSIDERATION OF THE ORIGINS OF THE TERRITORIAL

　　

NEGOTIATIONS BETWEEN THE SONG AND THE KHITAI

　　　　

(ＬＩＡＯ)ＩＮTHE YEARS 1074-76,FOCUSING ON THE

　　　　　　　　　　　　

KHITAI POINT OF VIEW

Mori Eisuke

　　

This articleexplores the origins of negotiations initiated by the Khitai (Liao)

to settle the border between the Khitai and Song in what is today Shanxi 山西

province during the years 1074-76.

　　

Most previous studies have dealt with the negotiations from the perspective

of particularindividuals,ｅ･g･, Wang Anshi and Shen Kuo. This has resulted in

Song-biased understandings of the negotiations being biased as they have been

made from the Song point of view. This study thus attempts to address the imbal-

ance by viewing the negotiations from the Khitai point of view.

　　

The firstsection of the articles,ｅχamines the history of the establishment of

the border in the disputed tｅ函tory that had been created by the cession of the

sixteen prefectures of Yanyun by the Later Jin to Khitai prior to the commence-

ment of negotiations. l focus on Tian-chi Lake as representative of the disputed

territory.Prior to the start of the negotiations, there were two distinctperiods,

first,the establishment of ａ forbidden area as ａbuffer zone by the Song, followed

by their resumption of activitiesin the territory･

　　

The second section of the study deals with several points not My addressed

in the ＆st section. The firstpoint is the importance of the disputed territoryitself

as a strategic location and as ａ particularlyfertilearea for grazing. The second

point involves the existence of one of the powerful Khitai 乙室部tribes who used

the disputed territory as their grazing land. This was the Yishibu tribe that ranked

second only to the tribe that included the Khitai imperial family. The third point

concerns the issue of politicalinfighting within the Khitai royal court. The period

witnessed the spread of fightingbetween the factions around the crown prince and

Yelu Ｙｉχin耶律乙辛. Those who participatedin the negotiations were from the

crown prince's faction.l have, moreover, con丘rmed that within the faction of the

crown prince were members of the Yishibu.

　　

Based on the above findings,it may be concluded that the negotiations on the

broad issue of the re-opening of Song borderlands were also an integral part of
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politicalinfighting that involved powerful triba】groupings in the Khitai royal court.

ＡRECONSIDERATION OF THE MEANING OF THE TERM Ｑ／Ｕ丘，

　　　　

FOUND ON THE WOODEN SLIPS KNOWN AS THE

　　　　　　　　　

“LIMIN ＴＩＡＮＪＩＡ-ＢＩＥ”吏民田家前

Abe Yukinobu

　　

The vast numbers of Sun-Wu era bamboo slips discovered at Zoumalou

走馬櫨in Changsha in Hunan in 1996 have gained attention as an important key to

understanding the social system of that era. This study focuses on the large-sized

wooden slips that are documents concerned with payment of taxes, and are known

as“Limin tianjia-bie”吏民田家前. Using the records of the fields therein, l have

considered the meaning of the term ｑｔｕ，丘,which was used to indicate the loca-

tion of tａχpayers。

　　

There are two designations for fields in the　ttｏｎ畑一biedocumentｓ，　tｉｎｅ町and

回4畝. An analysis based on the comparison of the two terms reveals that the

former, ting, is a unit representing the number of fields, and the latter, mu, is a

unit representing the size of the fields. Given this distinction, an ｅχamination of

the size of the fields in light of their number in each bie shows the area of each

field. Size varied from 仙?to bie｡

　　

Ｎｅχt, comparing the area of each field m a single qiu, it became clear that

large and small丘elds were not combined ｍ ａ qiu, and that large and small 丘elds

were concentrated in separate ｑｔｕ.Given this reality, it is clear that qiu were

greatly influenced by topography｡

　　

Furthermore, working on the hjTDOthesis that d迂ferences in topography were

related to the period oi　ｑiｕ　ibrmation and ｅχamining the characteristics of the

names of the ｑｉｕ，lhave confirmed th貳qiu with large fields were developed re-

latively early, ０ｎlow-lying lands, while ･qiu with small-sized fields were developed

later on hiUy lands. Moreover, l point out that in the regions that were developed

earlier pre-eχisting corarmmal patterns had been artificiallyreapportioned when the

qiu were established. Furthermore, an examination suggests two qiu with special

characteristics, the Puqiu僕丘and Jiyouqiu 己酉丘that this artificialreapportion-

ment accompanied the reconstitution of local society。

　　

We can conclude from the above that the　ｑtＭthat appear in the　tianiｔａ-bie

documents were artificiallyconstituted administrative organizations and not natu-
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